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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２７年１０月１５日（木） 午前１０時   開会 

                 午後 ５時６分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 上村高義 副委員長 嶋野浩一朗   委  員 森西 正 

  委  員 村上英明 委  員 増永和起    委  員 南野直司  

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正    

  生活環境部長 登阪 弘   同部理事 北野人士 

同部次長 山田雅也    同部次長兼環境業務課長 豊田拓夫 

同部参事兼産業振興課長 池上 彰 

自治振興課長 早川 茂   市民活動支援課長 谷内田 修 

環境センター長 森川 護  環境政策課長 三浦佳明 

市民課長代理 有場 隆   農業委員会事務局長 林 彰彦 

保健福祉部長 堤 守 

同部参事兼生活支援課長 東澗順二  同部参事兼高齢介護課長 鈴木康之 

  保健福祉課長 丹羽和人   障害福祉課長 吉田量治 

  国保年金課長 安田信吾   保健福祉課参事 川口敦子 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局書記 井上智之 

 

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 平成２６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成２６年度摂津市パートタイマー等退職金特別会計歳入歳出決算認 

定の件 

  認定第３号 平成２６年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第８号 平成２６年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 
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  認定第７号 平成２６年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件  
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（午前１０時 開会） 

○上村高義委員長 おはようございます。 

ただいまから民生常任委員会を開会しま

す。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 朝夕めっきり冷え込みが厳しくなって

まいりましたけれども、そんな中、本日は

民生常任委員会をお持ちいただきまして

大変ありがとうございます。 

 正副委員長様にはご就任おめでとうご

ざいます。１年間またお世話をかけますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、平成２６年度の決算についてご

審査を賜るわけでございますけれども、ど

うぞ慎重審査の上、ご認定いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。  

一旦退席させていただきます。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりました。  

本日の委員会記録署名委員は森西委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、認定第１号、

平成２６年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち保健福祉部が所管しております

事項につきまして、目を追って、その主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金のうち保健福祉部に係り

ますものは、社会福祉費負担金、障害福祉

費負担金で、前年度に比べ４９．１％、３

億４，１４１万５，１３２円の減となって

おります。これは主に、せっつ桜苑民営化

に伴う介護サービス保険者負担金の減に

よるものでございます。 

 ３４ぺージ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち保健福祉部に係りますものは、飼

犬登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手

数料、愛玩動物死体処理手数料で、前年度

に比べ、１．２％、２万８，３４０円の減

となっております。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金のうち保

健福祉部に係りますものは、社会福祉費負

担金、児童福祉費負担金のうち助産施設負

担金、生活保護費等負担金、障害者福祉費

負担金で、前年度に比べ１．３％、３，５

６３万４，７２１円の増となっております。 

 ３８ページ、目２衛生費国庫負担金は未

熟児に係る養育医療費負担金で、前年度に

比べ３１．７％、７４万１，８１０円の減

となっております。 

 項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金

のうち保健福祉部に係りますものは、生活

保護費補助金及び障害福祉費補助金で、前

年度に比べ１３．２％、６１７万１，００

０円の減となっております。これは、主に

生活保護費補助金の減によるものでござ

います。 

 目３衛生費国庫補助金は、前年度に比べ

７７．７％、２７９万５，０００円の減と
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なっております。これは、がん検診補助対

象者の縮小などによるものでございます。 

 ４０ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は、前年度に比べ１５％、３４３万３，

４５５円の増となっております。これは、

国民年金システム改修委託金の増などに

よるものでございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金のうち保健福祉

部に係りますものは、社会福祉費負担金、

児童福祉費負担金のうち助産施設負担金、

生活保護費負担金、障害福祉費負担金で、

前年度に比べ４．４％、３，１０５万９，

９２３円の増となっております。これは、

国民健康保険基盤安定負担金の増などに

よるものでございます。 

 目３衛生費府負担金は、前年度に比べ７．

０％、６万３，４７８円の増となっており

ます。 

 項２府補助金、目２民生費府補助金のう

ち保健福祉部に係りますものは、社会福祉

費補助金、老人福祉費補助金、老人医療費

補助金、生活保護費補助金、障害福祉費補

助金、障害者医療費補助金、権限移譲交付

金のうち障害福祉課と高齢介護課に係る

交付金で、前年度に比べ１１．９％、２，

１１１万５，３８７円の増となっておりま

す。これは、主にホームレス総合相談推進

事業補助金の増によるものでございます。 

 ４６ページ、目３衛生費府補助金のうち

保健福祉部に係りますものは、保健衛生費

補助金のうち保健事業費補助金などで、前

年度に比べ１５．８％、１０３万６８５円

の減となっております。これは、主に風し

んワクチン等接種事業費補助金の減など

によるものでございます。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項２財産

売払収入、目１不動産売払収入のうち保健

福祉部に係りますものは、土地売払収入

（高齢介護課）分で、せっつ桜苑民営化に

伴うものでございます。 

 款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附金

のうち保健福祉部に係りますものは、５２

ページ、一般寄附金（保健福祉課）分でご

ざいます。 

 款１８繰入金、項１特別会計繰入金、目

２介護保険特別会計繰入金は、市負担に係

る過年度精算金でございます。 

 ５４ページからの款１９諸収入、項４雑

入、目２雑入のうち保健福祉部に係ります

ものは、５８ページの保健福祉課、生活支

援課、高齢介護課、障害福祉課、国保年金

課分で、各種検診自己負担金、予防接種自

己負担金、生活保護法による返還金・徴収

金、障害者医療返還金、一部負担金相当額

等一部助成返還金などでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

２ページからの款３民生費、項１社会福祉

費、目１社会福祉総務費は、人件費関係を

除き、前年度に比べ７．５％、１億８，３

２７万４，５６３円の増となっております。

これは、主に国民健康保険特別会計などへ

の繰出金の増によるものでございます。 

 １０８ページ、目２老人福祉費は、前年

度に比べ６４．２％、３億５，６６２万２，

７９０円の減となっております。これは、

主にせっつ桜苑民営化に伴う施設介護サ

ービス委託料など指定管理料と、せっつ桜

苑改修工事の減によるものでございます。 

 １１０ページ、目３国民年金総務費は、

国民年金事務に係る経常経費でございま

す。 

 目４国民年金事務費は、２６４．５％、

１５１万７，４１５円の増となっておりま

す。これは、国民年金システム改修委託料

の増によるものでございます。 
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 １１２ページ、目５老人医療助成費は、

前年度に比べ８．８％、１，５４５万４，

０９５円の減となっております。これは、

老人医療費の市単独事業分廃止に伴うも

のでございます。 

 目６障害者医療助成費は、前年度に比べ

０．５％、５５万３，７３１円の減となっ

ております。 

 目７障害福祉費は、前年度に比べ７．

２％、１億４，１５９万４，８９０円の減

となっております。これは、市立児童発達

支援センターの教育委員会への移管に伴

う減などによるものでございます。 

 １１６ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費のうち保健福祉部に係

りますものは、１２０ページの助産施設運

営費負担金と過年度分国庫府費返還金で、

前年度に比べ６３．３％、４０７万８６８

円の減となっております。 

 １２６ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費を除き前年度に比

べ１２．２％、２６１万８，８８２円の減

となっております。これは、生活保護シス

テム改修委託料の減などによるものでご

ざいます。 

 １２８ページ、目２扶助費は、前年度に

比べ８．５％、２億２，６４５万９，２２

６円の増となっております。これは、対象

者の増などによるものでございます。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健

衛生総務費のうち保健福祉部に係ります

ものは、保健センター及び休日小児急病診

療所の運営経費、三次救命救急センター等

への負担金、貸付金、三師会等への補助金

などで、人件費を除き前年度に比べ２．

６％、３３８万５，９１３円の減となって

おります。 

 １３０ページからの目２予防費は、前年

度に比べ２８％、９，２３１万７，２１３

円の増となっております。これは、妊婦健

診委託料や各種予防接種委託料の増など

によるものでございます。 

 １３４ページ、目３環境衛生費は、前年

度に比べ９．１％、１２４万３，７５３円

の減となっております。これは、衛生害虫

等駆除業務委託料の減などによるもので

ございます。 

 以上、保健福祉部が所管いたしておりま

す平成２６年度一般会計歳入歳出決算に

ついての補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 登阪生活環境部長。 

○登阪生活環境部長 おはようございま

す。 

 それでは、認定第１号、平成２６年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち生活環

境部環境部門以外にかかわります項目に

つきまして、目を追って、その主なものを

補足説明させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料のうち市民活動支援課に係

るものは、コミュニティプラザ施設等使用

料で、前年度に比べ３．５％の減となって

おります。 

 目２民生使用料のうち自治振興課に係

るものは、文化ホール使用料等で、前年度

に比べ７．２％の減となっております。 

 ３２ページ、目３衛生使用料のうち市民

課に係るものは、斎場使用料及び葬儀会館

使用料等で、前年度に比べ１３．５％の増

となっております。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち市民課に係る主なものは、戸籍手

数料、住民票手数料、印鑑証明手数料等で、

前年度に比べ２．９％の減となっておりま

す。 
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 目３農林水産業手数料のうち農業委員

会に係るものは、土地現況証明手数料でご

ざいます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち市民活動

支援課に係るものは、ＮＰＯ認証事務に対

する権限移譲交付金でございます。また、

市民課に係るものは、旅券発給事務に係る

窓口対応業務に対する権限移譲交付金で

ございます。 

 ４６ページ、目４農林水産業費府補助金

は、農業委員会及び農業振興に係る補助金

等でございます。 

 目５商工費府補助金は、地方消費者行政

活性化交付金等でございます。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち産業振

興課に係るものは、摂津市商工会への建物

貸付に係る収入でございます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目４墓地管理基金繰入金は、前年度

に比べ１６７．５％の増となっております。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、金融機関からの戻入で、前年度

と同額となっております。 

 ５６ページ、項４雑入、目２雑入のうち

雑収入は、文化ホール入場料、商品券売上

金、市民農園利用料、南千里丘別館入居者

負担金等となっております。 

 また、６４ページ、旅券事務印紙等売捌

収入及び旅券事務印紙等売捌手数料は、前

年度に比べ３０４．９％の増となっており

ます。 

 続きまして、歳出でございますが、８２

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

５企画費のうち市民活動支援課に係るも

のは、コミュニティセンター建設に係る実

施設計委託料でございます。 

 目６都市交流費は、国際交流嘱託員への

報酬及び国際交流協会への補助金等でご

ざいます。 

 ８４ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯に係る電気料金及び設置工事費、防犯カ

メラ保守点検委託料、防犯協会負担金等で

ございます。 

 ８６ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員への報酬のほか、自治会に対する

広報紙等の配布手数料、地域活性化事業及

び摂津まつり振興会への補助金等でござ

います。 

 ８８ページ、目１４コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザの維持管理及び

市民公益活動補助金等の市民活動支援に

係る経費でございます。 

 ９４ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本

台帳事務に係る経費のほか、市民サービス

コーナーの管理、窓口業務の委託、旅券事

務などに係る経費でございます。 

 １２８ページ、款３民生費、項４生活文

化費、目１生活文化総務費は、市民文化ホ

ール、正雀市民ルームフォルテ３０１・３

０３、小川自動車駐車場の指定管理に係る

経費でございます。 

 目２文化ホール費は、文化ホールの総合

管理委託料のほか、耐震及びリニューアル

工事の設計委託料でございます。 

 １３６ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

管理に係る経費でございます。 

 目７墓地管理費は、市営墓地の管理に係

る経費でございます。 

 １４２ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

報酬及び農業委員会に係る事務費でござ
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います。 

 １４４ページ、目２農業総務費は、農政

事務に係る経費及び大阪府北部農業共済

組合負担金でございます。 

 目３農業振興費は、地域米消費拡大対策

事業、鳥飼なす保存、市民農園の管理指導

に係る委託料及び花とみどりの補助金、農

業祭実行委員会補助金等でございます。 

 １４６ページ、款６商工費、項１商工費、

目１商工総務費は、商工事務に係る経費及

び労働相談に係る報償金等でございます。 

 １４８ページ、目２商工振興費は、南千

里丘モデルルーム跡整備負担金、地域活性

化プレミアム商品券交付金、企業立地奨励

金、中小企業事業資金融資預託金等でござ

います。 

 １５０ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームの運営に係る経費等でご

ざいます。 

 以上、生活環境部環境部門以外にかかわ

ります補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 北野生活環境部理事。

○北野生活環境部理事 認定第１号、平成

２６年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち生活環境部環境部門にかかわります

項目につきまして、目を追って、その主な

ものを説明させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

３衛生使用料のうち環境センター及び環

境業務課に係るものは、リサイクルプラザ

用地使用料等で、前年と同額になっており

ます。 

 ３４ページ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち環境センター及び環境業務課に

係る主なものは、一般廃棄物焼却手数料、

一般廃棄物収集運搬処分手数料等で、前年

度に比べ１．２％の減となっております。

また、環境政策課に係るものは、鳥獣飼養

登録等事務手数料でございます。 

 ４６ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境政策

課に係りますものは、グリーンニューディ

ール基金市町村補助金と、権限移譲交付金

でございます。グリーンニューディール基

金市町村補助金は、子育て総合支援センタ

ーへの太陽光発電設備等の導入と、コミュ

ニティプラザへの蓄電池の導入に係る補

助金でございます。 

 ５０ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、環境政策課に係る一般寄附

金でございます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、平成２３年

度に創設いたしました環境基金からの繰

入金で、前年度と比べ２０．８％の増とな

っております。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち主なものは、資源ごみ売却

収入、ペットボトル拠出金、環境保全促進

助成事業助成金、次世代自動車専用充電設

備設置助成金等で、前年度に比べ３３．

６％の増になっております。 

 続きまして、歳出でございますが、１３

４ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、

目４公害対策費は、大気、水質、騒音、振

動等対策に係る経費でございます。 

 目５環境政策費の主なものは、環境基金

への積立金、地球温暖化対策啓発事業等に

係る経費でございます。 

 １３６ページ、項２清掃費、目１清掃総

務費は、一般廃棄物の収集運搬事業に係る

経常的な経費でございます。 

 目２塵芥処理費の主なものは、再生資源

集団回収等の報償金、可燃・不燃資源ごみ

に係る収集運搬委託料、不燃ごみ搬出処理
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委託料等でございます。 

 １４２ページ、目４環境センター費は、

環境センターでのごみ焼却処理費、夜間等

の運転管理業務委託経費のほか、３号炉及

び４号炉の維持管理経費でございます。 

 以上、生活環境部環境部門にかかわりま

す歳入歳出決算の補足説明とさせていた

だきます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 おはようございます。 

 それでは、一般会計歳入歳出決算書から

質問させていただきます。 

 ５０ページ、建物貸付収入、ご説明もあ

りました南千里丘モデルルーム跡地に商

工会が入られた分の家賃だと思いますけ

れども、これは何月から入られた分で、月

幾らぐらいなのか、それから、共益費はど

うなっているのか。 

 ５６ページ、南千里丘別館入居者負担金、

これはどういうものかご説明ください。 

 そして、歳出のほうですが、１４８ペー

ジ、光熱水費、これも南千里丘のモデルル

ーム跡地の部分だと思うんですけれども、

これについても教えてください。 

 それから、施設管理業務委託料というの

が同じページにあります。また施設運営委

託料というのもあります。それから、南千

里丘モデルルーム跡整備費負担金、これに

ついても、それぞれご説明をお願いいたし

ます。 

 それから、少し戻りますけれども、決算

書の５０ページ、土地売払収入、桜苑とい

うお話でした。桜苑に関しては民間になっ

たわけですけれども、利用者の方々にとっ

て、今までと変わりのない状況できちんと

運営がなされているのか、利用者にとって

どうなのかということについて、しっかり

市が把握していく必要があるという以前

からのお話やったと思いますが、それにつ

いてどうなっているのかお聞かせくださ

い。 

 それから、８２ページ、コミュニティセ

ンター実施設計委託料、これに関しまして

は、一般質問でも取り上げさせていただき

ましたけれども、別府の地域は非常に一時

預かりの駐車場など少ない部分です。駐車

場や駐輪場、この設計の中身では足りない

と思いますので、ぜひ広くとっていただき

ますよう、土地も残地と言われてるところ

がありますので、しっかりそこを活用して

広くとっていただきますように、これは要

望といたします。 

 それから、８８ページ、コミュニティプ

ラザ管理委託料、前年と比べると大分金額

がコミュニティプラザ費ということでは

ふえてると思うんですけれども、指定管理

ということになっておりますが、その中身

がどうなっているのか、説明をしていただ

きたいと思います。今までと比べてどう変

わっているのかということについて、お願

いします。 

 それから、９６ページ、市民課の窓口業

務委託料、これも富士ゼロックスへ委託を

されております。１年間、通年になったと

思うんですけれども、目的、効果というも

のについてお聞かせいただきたいと思い

ます。最初の目的がちゃんと達成されてい

るのか。 

 それから、かなり大きな委託料になって

ると思うんですけれども、東京の足立区で

もこの窓口の業務委託が行われているん

ですけれども、委託料がそれ以前よりも非

常に高くついているということも聞いて

います。大阪市でも窓口業務の委託をして
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いるけれども、それまで市の職員が実際に

やっていた金額よりも、委託料のほうが高

くなってるということを聞いていますの

で、摂津市の場合はどうなのか、それにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、１０６ページ、ホームレス総

合相談推進事業委託料、これについて中身

のご説明をお願いします。 

 それから、１０８ページ、原爆被爆者二

世の医療費の助成、これは今現在何人の方

が受けているのか、事務報告にも出てるか

とは思うんですけれども、もう一度お聞か

せいただきたいと思います。 

 １１０ページ、ライフサポーター業務委

託料、これもどういった内容なのかお聞か

せください。 

 １１４ページ、みきの路運営委託料、指

定管理ということになっておりますけれ

ども、非公募として指定管理が行われてい

ると思うんです。平成２６年度は公募で指

定管理をふやした分もありますし、この非

公募であるということの意味合いですね、

こういうものも含めて、今どんな状況なの

かということについて、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、１２８ページ、生活保護費で

すけれども、平成２６年度は扶助費が３年

連続で引き下げされた真ん中の年だと思

うんですけれども、どういう世帯に一番影

響が大きく出てるのか、それから影響額、

これについてお聞かせください。 

 １２８ページ、フォルテ、正雀市民ルー

ム、小川駐車場、市民文化ホール、それぞ

れ指定管理になっていると思いますが、目

的、それからそれがどれだけ達成されてい

るのかという効果ですね。そこについて、

これもお聞かせください。 

 １３０ページ、保健センター、休日小児

急病診療所管理委託料が出てきます。これ

も指定管理ですが、指定管理それぞれ性格

があると思うんですが、何を大切にしてや

っているのかという部分については違う

と思います。この指定管理ですけれども、

何をどう大切にしているのかという点、お

聞かせいただきたいと思います。 

 １３２ページ、子宮がん、乳がん検診が

出てきます。対象者はどれぐらいで、その

うちどれぐらい受診しているのか。大阪府

下や北摂の中で摂津市の受診率というの

はどうなのかという点についてお聞かせ

いただきたいと思います。 

 それから、１３６ページ、葬儀会館、斎

場も指定管理になっております。先ほどの

説明にもありましたが、平成２４年度、平

成２５年度、平成２６年度ですね、だんだ

ん金額がふえていってると思うんですけ

ど、ここについてその理由など教えていた

だきたいと思います。 

 それから、１４０ページ、ごみの収集の

問題ですが、ここでは出てきていませんけ

れども、ふれあい収集というのをされてる

と思うんですけれども、その内容と利用者

数について教えてください。 

 それから、１４８ページ、中小企業資金

融資保証料補給金、それから利子の補給金、

これが前年度と比べると大きくふえてい

ると思います。この中身について教えてく

ださい。 

 それから、１５０ページですね。企業立

地奨励金、これは今現在どういう内容にな

っているのか、何回も大企業、中小企業と

分けて金額や件数をお聞きしてきたと思

うんですけど、そこについても教えていた

だきたいと思います。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 池上参事。 
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○池上生活環境部参事 それでは、増永委

員の質問にお答えさせていただきます。 

 まず、貸付収入でございますけれども、

こちらは平成２６年度に南千里丘のモデ

ルルームを改修いたしまして、その３階部

分に商工会が入居されておられます。商工

会からいただく家賃でございまして、昨年

９月からお支払いただいております。金額

ですけれども、固定資産評価相当額等々か

ら家賃を計算しておりまして、年額の貸付

料を１平米あたり２，４６３円と設定いた

しまして、貸付面積約４００平米ですけれ

ども、それに対してお支払いしていただい

ているところでございます。 

 共益費につきましては、市と保育所、商

工会との使用細則に従って定めておりま

すけれども、その共益費につきましては、

決めたときには共用部分の清掃等を行っ

て、その分で相殺するということで、共益

費については、いろんな項目があり、何を

もって共益費とするのか、施設管理者、ま

た入居者が負担するのかというのを協議

するということにはなっておりますけれ

ども、まだその点が協議できていないとい

うことで、引き続き清掃費用との相殺とい

うことで、共益費としての負担はいただい

てないところでございます。 

 入居者負担金につきましては、２階部分

の保育所、３階部分の商工会からいただき

ます電気料金となっております。 

 施設管理委託料につきましては、公的な

施設の複合施設ということもありまして、

南千里丘地区の一体的なまちづくりの観

点から、施設管理公社に委託しておるもの

でございます。内容としましては、建物全

体の施設管理に係ります電気、空調、消防

設備、エレベーター等々の保守点検、あと

衛生管理、植栽、外構等の維持管理でござ

います。そのほか、民間の警備会社に施設

警備を、また自家用電気工作物、これは高

圧受変電設備なんですけれども、その管理

を民間の専門業者に委託しております。 

 施設の運営委託料でございますけれど

も、こちらは南千里丘モデルルームを改修

した際に、産業振興課の分室というのも整

備しております。その分室を利用いたしま

して、創業セミナーという起業支援のセミ

ナーを行っておりまして、その企画・運営

を商工会に委託した分でございます。 

 整備負担金につきましては、モデルルー

ムの改修に当たりまして、商工会が３階部

分の全体の施主といいますか、主体で改修

されまして、面積案分で割り出しまして、

市の所有するところ、また共有部分のとこ

ろにつきまして、市が負担金ということで

お支払いしたものでございます。 

 利子補給金、保証料補給金につきまして

は、前年とかなり違うということなんです

けれども、保証料については融資の返済後

に全額、利子については２分の１を補給す

るということになっておりますけれども、

平成２６年度におきましては、平成２１年

度に融資を実行した分の返済が多くなっ

ております。平成２１年度、平成２２年度

につきましては、リーマンショック後とい

うことで、融資の申込み件数がかなり多く、

また返済期間につきましても、４年のとこ

ろを平成２１年、平成２２年につきまして

は、５年間に、利子も２分の１の補給のと

ころを全額補給ということにいたしまし

て、申込み件数がかなり多く、平成２１年

度の返済がちょうど５年経ちまして、平成

２６年度に補給の対象となったもので、か

なりふえているということでございます。 

 企業立地奨励金につきましてですけれ

ども、ご存じのとおり、市外からの進出企
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業や市内事業者で新たな投資を行う事業

者に対しまして、対象となります土地、家

屋、償却資産に係る固定資産税の２分の１

を奨励金としてお支払いしているもので

ございます。平成２６年度につきましては、

１６社２２件に対して、決算書にあります

とおり、総額５，７７６万３，２８１円を

奨励金として交付しております。規模別で

見ますと、１６社のうち私どもの事業の対

象としております中小企業基本法で位置

づけられています中小企業につきまして

は、１０社で２，３３１万７，９９８円、

それ以外の大企業が６社、３，４４４万５，

２８３円でありまして、交付金額の割合で

言いますと、中小企業が４０．４％、大企

業が５９．６％となっております。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは、私から

環境業務課に係ります増永委員のご質問

にお答えしたいと思います。 

 ふれあい収集について内容と利用者数

というということであったかと思います。

ふれあい収集につきましては、家庭ごみを

排出場所まで持ち出すことがなかなか困

難であるという方につきまして、私どもが

玄関先まで収集にいくという制度でござ

います。その対象者の方については、６５

歳以上であるとか、身体障害者手帳をお持

ちの方であるとか、そういうようなことで、

どうしてもごみを出すのが不便で困難で

あるという方について実施させていただ

いております。 

 人数につきましては、現在８０件前後で

推移しているところでございます。 

 あと、これに付随しまして、私どもはご

みをとりに行きましたときには、出されて

いる場合、出されてない場合ありますので、

出されてない場合につきましては、声をか

けさせていただいて見守りも一緒にさせ

ていただいているという状況でございま

す。 

○上村高義委員長 答弁する場合に、質問

者はページを言っていますので、そのペー

ジを言ってから答弁をお願いします。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 自治振興課に係り

ます質問についてお答えさせていただき

ます。 

 １２８ページ、市民ルームフォルテ３０

１・３０３の指定管理について、まず１点

目お答えさせていただきます。 

 フォルテ摂津は、市が事業主体となり千

里丘駅前第１種市街地再開発事業により

建設した再開発ビルであり、これに伴い、

市が設置した駐車場、市民ルーム等の公の

施設の管理運営を行うため、平成３年７月

２９日に摂津都市開発株式会社が設立さ

れております。会社の事業は、フォルテ摂

津管理組合から委託を受けた再開発ビル

の管理、摂津市から委託を受けた市立フォ

ルテ摂津自動車駐車場の管理運営、駅前の

広場の清掃等の業務が始まりでございま

す。その中でフォルテ摂津の３０１・３０

３の委託を自治振興課から受けておりま

す。 

 建物の管理会社としては、フォルテ摂津

の一体管理として行っておりますので、経

費の削減等、問題等が発生した場合につい

ては、迅速な対応ができるということで委

託を依頼しております。 

 業務の内容としましては、市民の集会、

交流及び展示等の場所の提供をすること

を設置目的としまして管理運営に当たっ

ております。 

 また自社努力としましては、公共施設予

約システムへのリンク、ホームページ利用
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者の要望の聞き取り等を行っておられま

す。 

 次に、一般財団法人摂津市施設管理公社

について、お答えします。 

 平成２年に公の施設の管理委託の対象

が、地方公共団体が２分の１以上出資する

公益法人にまで拡大されたことを受け、市

は行財政改革の一環として、公共施設の管

理運営を委託していく方針をもとに検討

を行い、総合福祉会館、市民体育館、市民

文化ホール、小川自動車駐車場、婦人労働

会館を管理委託するため、基本財産１億円、

運用財産１，０００万円を出資し、大阪府

知事の許可を得て、平成３年３月２５日に

財団法人摂津市施設管理公社を設立され

ております。 

 平成１５年６月には、指定管理者制度が

導入され、また平成２０年１２月に開始さ

れた公益法人制度改革などの制度改革に

より、現在公社は市民文化ホール及びコミ

ュニティプラザ等の指定管理者として業

務を行っております。 

 施設の設置の目的、役割及び施設の機能

を十分に理解し、民間企業経営者のノウハ

ウを最大限に生かし、経費削減を図る中で

最大限の費用対効果が得ることができる

よう、効率的かつ有効的に施設を運営し、

市民と両者の利便向上に努めていただい

ております。 

 また、設立以来、管理運営を行っていた

だいておりますが、自主事業やイベント等

を実施し、多くの市民参加や利用に努め、

また市民サービスへの取り組みを行って

いただいております。 

 次に、正雀市民ルームでございます。平

成２６年４月より指定管理者、株式会社ビ

ケンテクノに変更になっております。利用

者とのトラブルや管理運営上の問題なく、

適切に運営はされております。 

 また、自主事業等行っており、マジック、

似顔絵、異文化教室など９講座を開催され

ております。自社でホームページを立ち上

げ、利用者増に努めておられます。 

 最後に、小川駐車場の指定管理について、

お答えさせていただきます。 

 こちらも平成２６年４月より、指定管理

者、アマノマネジメントサービス株式会社

に変更となっております。同年７月より無

人機械管理となり、２４時間の対応となっ

ております。こちらのほうも利用者とのト

ラブルもなく、２４時間利用可能となり、

利便性が向上となっております。 

 こちらの効果でございますが、今年度、

１万７，２１５台と台数が前年に比べ減っ

ておりますが、これは南千里丘の開発が終

了したことに伴うものと考えております。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課に係るご質問に対してお答

えいたします。 

 ８８ページ、コミュニティプラザの指定

管理料についてですけれども、コミュニテ

ィプラザの指定管理に伴ってかなり増額

になっているのではないかというお問い

ですけれども、コミュニティプラザ費、予

算科目でいいますと、これだけを見ますと

３，０００万円近い増額になっているかと

思います。これにつきましては、まず平成

２５年度は職員の人件費、これは一般管理

費で人事課の所管として執行されたこと。

それから、施設も４年が経過して修繕費が

ふえてきたこと。それと、平成２５年度ま

で保健センターの監視業務等につきまし

ては保健福祉課で所管されていたんです

けれども、指定管理者導入に合わせまして、

館の一体運用ということで、このコミュニ
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ティプラザのほうで管理業務を所管する

ようになったこと。それと、光熱水費の増

加、それと指定管理者導入に備えて備品等

をちょっと購入させていただいたこと。こ

ういった要因でふえておりますが、そうい

ったことを考慮いたしますと、平成２５年

度から平成２６年度、これで大幅に増にな

ってるというわけではないという認識を

持っております。 

 それと、コミュニティプラザの指定管理

を導入したことに対する効果ですけれど

も、指定管理者導入の指針では、経費節減

であるとか利用者のサービス向上、こうい

ったものが考えられる場合は指定管理者

を導入するということになっております

けれども、経費節減努力としましては、指

定管理者のほうでいろいろな委託業務を

長期契約していただいて、経費節減をして

いただいているということがまず１点挙

げられます。それと、利用者のサービス向

上については、これまでの受付時間につい

ても、６時までの受付時間としていたとこ

ろを７時まで１時間延長していただいた

と。それと照明に関して専門知識を持った

職員の方を配置していただいて、利用者の

利便性の向上を図っていただいてる、そう

いったことが挙げられます。 

 そのほかに、施設管理公社には、これま

でいろいろな施設管理運営していただい

ていて、そういったノウハウをかなりお持

ちですので、先ほど修繕料が増加というこ

とを申し上げましたけれども、これにつき

ましても、早期に不具合を発見して大事に

至る前に修繕をしていただいていると認

識しております。 

 そのほか、文化ホールと一体となったイ

ベントを実施していただき、地域のにぎわ

いを創造していただくことによって、地域

の活性化、これにも寄与していただいてい

ると感じておるところです。 

○上村高義委員長 有場課長代理。 

○有場市民課長代理 それでは、市民課に

かかわりますご質問についてお答えいた

します。 

 ９７ページ、窓口委託に関してでござい

ます。 

 窓口業務の委託の目的でございますけ

ども、これは財政コストの削減効果を狙い

つつ、民間の力を借りてサービスを向上さ

せるということでございます。効果につき

ましては、委託前の平成２４年度、委託後

の平成２５年度のコストを比較約７００

万円の人件費削減効果が出ております。職

員も８名削減されております。 

 サービスの部分につきましては、この間

大きな問題もなく経過しております。特に

受託者側のほうで柔軟な人員の配置とい

うことをしていただいてまして、これによ

り、証明書の交付時間などの短縮という効

果もございます。窓口アンケートを実施し

ておりまして、その回答でもおおむね好意

的な回答が多かったということでござい

ます。一定サービス水準の向上という部分

では達成できたと考えております。 

 平成２６年度以降につきましては、旅券

事務が追加されたり、業務的に増大してい

る部分がございますので、一概に金銭的な

比較というのは、なかなか困難ではありま

すが、委託した業務に対する職員側の負担、

これはもちろん軽減しておりますし、それ

以外にも労務管理などの負担も全くない

ということで、その辺も業務的に軽減して

おります。平成２６年度につきましては、

いろいろな市町村から視察も受けており

まして、ある程度の成果が出たんではない

かと考えております。 
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 先ほど足立区のことを取り上げていた

だきましたが、足立区については、先般、

偽装請負の問題がございました。これに伴

いまして、職場の体制というのが変更され

ておりまして、恐らくそれが影響して金額

がふえたのではないかなと推測しており

ます。本市ではそのようなことはございま

せんので、平成２６年に旅券事務で若干委

託料の増額はしておりますが、結果的には

それほど高くついたという認識はござい

ません。 

 続きまして、１３７ページ、指定管理の

件でございますが、市民課では、斎場とメ

モリアルホールを所管しております。金額

が増加しているということでございます

が、主な要因といたしましては、まずプロ

パー職員を抱えておりますので、やっぱり

人件費が年々増加していくということで

ございます。それ以外に、施設の老朽化と

いう問題がございますので、修繕料が増加

していくということがあります。その他、

平成２６年度につきましては葬儀予約シ

ステム、インターネットで行うものですけ

ども、これの管理ということで、メモリア

ルホールにお任せしていますので、その委

託料も追加されているということでござ

います。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算書１０６ペ

ージ、ホームレス自立支援事業についてご

説明いたします。 

 本事業は、平成１６年から大阪府下をブ

ロックに分けて巡回相談事業を広域的展

開しているものでございます。平成２６年

度につきましては、本市が幹事市となりま

したので、北摂地域と北河内地域の自治体

を代表して大阪府社会福祉協議会とホー

ムレス巡回相談事業委託契約を締結した

ものでございます。 

 具体的な活動内容につきましては、主任

相談員１名、副主任相談員１名、巡回相談

員１名の３名体制で河川敷や公園を巡回

してホームレスの方の相談に乗り、生活保

護や医療機関につなげることと、失業や家

賃滞納などで住居を失う恐れのある方の

住宅確保など、社会との関係を維持し、自

立に向けた個別の支援を行っているもの

です。また、上記の相談事業以外にも、看

護師や精神保健福祉士、弁護士や司法書士

などの専門知識を有する方も定期的に巡

回相談に参加していただき、医療相談や法

律相談の支援も展開しております。具体的

な平成２６年度の巡回活動の実績は、北摂

地域全体で相談件数が７１０件、不在件数

が５１３件、痕跡がなくなっていたケース

が３６件、合計１，２５９件となっており

ます。このうち本市にかかわります件数は、

相談件数で１７２件、不在件数７５件、痕

跡なし８件、計２５５件でございます。本

市の場合は淀川の河川敷がほとんどで、平

成２６年度当初１２名の方を確認し、年度

末には１０名となっております。年度中の

増減の状況は新規に確認した方が６名で、

支援により痕跡がなくなった方が７名、行

方不明の方が１名でございます。最新の状

況では、今年８月末の時点で９名の方を確

認しております。 

 次に、決算書１２８ページ、扶助費の決

算額における保護基準引き下げの影響に

ついてお答えいたします。 

 保護基準につきましては、平成２５年８

月から３年かけて改定され、国においては

当初の見直しによる影響額は３年で６７

０億円と見ておりました。このうち影響の

大きい世帯につきましては、全体的な状況

になりますが、都市部よりも地方のほうに
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影響が大きい。それから単身世帯じゃなく

て、多人数世帯に影響が大きいように考え

ております。 

 本市における影響額につきましては、個

別の数字は膨大な積算になりますので、把

握しかねる状況でございますが、改定の対

象となっている生活扶助の平成２６年度

の決算額は、９億２，３２５万４，９８７

円で、年間の保護人員の伸びと消費税増税

分による基準改定を除すると、８億８，３

２１万２，６８０円となり、平成２５年度

の決算額、８億９，９４４万５５９円から

比較すると、１，６２２万７，８７９円の

減額となっております。保護人員は平成２

６年度が年間平均で１，５０５名でござい

ますので、１か月当たり非保護者で鑑みま

すと、８９８円の減額となっております。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係りますご質問にお答えします。 

 決算書５０ページの桜苑の土地売払収

入に係りますせっつ桜苑が民営化し、１年

が経過したが、今までと変わりなく事業が

進められているかについてご答弁申し上

げます。 

 せっつ桜苑は平成２６年４月１日に土

地・家屋の移転登記手続を完了し民営化と

なりました。本市といたしましても、民営

化への移行、また移行後のサービス提供が

順調に進むよう、譲渡先の法人と連携して

進めてまいりました。入所者や通所サービ

ス利用者にも十分に説明をした上で丁寧

な説明に努め、また今後も同じ職員がサー

ビス提供に当たることを幾度となく繰り

返しお伝えした結果、順調に進み、特に大

きなトラブルもなく、順調に今日に至って

おります。 

 次に、決算書１１０ページのライフサポ

ーター事業はどういった内容かについて

ご答弁申し上げます。 

 ひとり暮らし高齢者が安心して在宅で

生活が継続できるように、ライフサポータ

ーという訪問者を雇用し、定期的な訪問等

により、高齢者の見守りを進めていく事業

となっております。委託先は社会福祉協議

会にお願いしまして、３人のライフサポー

ターを雇用していただき、ひとり暮らし高

齢者の届け出を受けた１，５２７名の方に

対し、延べ９，００５回の訪問を行ってお

ります。 

 また、不在時には訪問連絡票を投函する

などしまして、気になる事柄があった場合

は、市または地域包括支援センター、民生

児童委員、自治会役員などに連絡をし、情

報を伝えたり、集めたりしながら高齢者の

見守りを進める事業でございます。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。 

 決算書１０８ページ、原爆被爆者二世支

援事業でございます。 

 この事業につきましては、対象者医療費

助成受給者は６名、登録者として６４名と

なってございます。 

 続きまして、決算書１３０ページ、本課

で所管しております指定管理保健センタ

ー及び休日小児急病診療所の指定管理に

当たって何を大切にしているかというご

質問にお答えさせていただきます。 

 保健センターにつきましては、市民の健

康の保持及び増進、これが大きな目的にな

ってございますので、まずは検診事業の充

実、これについては、時間帯、曜日の開催

日を検討したり、回数をふやしたりという

ことで取り組んでおります。そして、各種
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の予防接種の事業等も行っておりますの

で、この事業についてはご承知のとおり、

非常に制度の変更等が多くございます。本

課のほうの専門職、保健師等、連絡を密に

して確実に予防接種が行われるように努

めているところでございます。 

 また、もう１点の休日小児急病診療所に

つきましては、当たり前の話なんですけれ

ども、確実に診療所を開けていただくとい

うことが重要と考えております。医療体制

の確保につきましては、特に小児科の先生

については確保が難しい状況になってご

ざいますので、そこは連絡を密にして医師

の確保、あとは看護師については看護師会

と連携、薬剤も当然お渡しさせていただき

ますので、そこは薬剤師会との連携等々、

各種団体との連携もきちっととってもら

いながら、安定して確実に診療が行えるよ

うな体制を確保していくことを大切にさ

せていただいております。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私のほ

うからは、決算書の１３２ページ、子宮が

ん検診と乳がん検診についてお答えさせ

ていただきます。 

 乳がん検診につきましては、対象者が１

万３，７２３人、受診者が１，２５７人、

受診率が１７．６％、また、子宮がん検診

につきましては、対象者が１万８，５４５

人、受診者が２，６２３人、受診率が２４．

８％となっております。この受診率につき

ましては、対象者と受診者で割るわけでは

なく、別の計算方法となります。大阪府内、

同じような受診率の計算方法で算出をし

ておりますが、府内と比べますと、子宮が

んにつきましては、府内平均が２３．４％

ですので、摂津市は少し府内の平均よりも

上回っている現状、また乳がん検診につき

ましては、府内平均が１８．４％となって

おりますので、府内平均よりも少し低いよ

うな現状にあります。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田障害福祉課長 それでは、障害福祉

課に係るご質問に関してお答えさせてい

ただきます。 

 決算書１１４ページ、みきの路運営委託

料、指定管理料に関してでございまして、

非公募の理由のことも含めてというよう

なお話かとは思うんですけれども、非公募

の理由を改めてお話させていただきます

と、みきの路の場合は、高い専門性や特殊

なノウハウが必要で、他に適切な担い手が

存在しないという理由で非公募の理由に

なっておるんですけれども、具体的に、み

きの路障害者支援施設のほうでしていた

だいてるサービスでございますが、施設入

所支援という、重度の方をお預かりするサ

ービスのほうが３０名の定員でさせてい

ただいておりまして、通所のサービスでご

ざいますが、その入所の方も含めて４０名

の通所の方の定員と、あと短期入所の方が

５名というようなサービス内容などでご

ざいます。特に施設入所の方に関して非常

に重度の方をお預かりさせていただいて

る状況でございます。障害の支援の区分と

いうのは、１から６ございまして、６が一

番重い状況ですけれども、みきの路の場合

でしたら、この３０名の方のうち区分６の

方が１２名、区分５の方が１１名、区分４

の方が７名ということで、５、６の方だけ

でも７６％の方をお預かりさせていただ

いている状況ということでございます。そ

の方々、療育手帳という知的障害の重度の

手帳だけではなくて、身体障害の手帳も両

方お持ちの方も非常に多く、両方お持ちの

方、実際３０名のうち１６名の方、特に１



- 17 - 

 

級、２級という重度の身体障害者の手帳を

１１名の方がお持ちということで、非常に

個別性の高い個々にあった支援が必要と

いう状況でございますので、ご本人をよく

知った方が支援していただくという内容

が非常に重要な施設でございます。そうい

うような状況もございますので、高い専門

性の内容等を満たしていただいてる法人

ということで、非公募とさせていただいた

という状況でございます。 

 この法人に関しましては、平成２６年度

いろいろと検討いただいて、新たに法人合

併もさせていただいたかと思うんですけ

れども、それらの内容に関して、特にこう

いう支援が非常に継続性のいるサービス

でございますので、やはり両法人とも年齢

構成が非常に課題になっておったという

ような経過もございまして、それらのこと

を一定解決する手段としても法人合併が

一つの方法ではなかったのかなとは思っ

ております。そういうことで年齢構成のバ

ランスということも解決できるような方

法をとっていただいておりますので、今後

そういうサービスに関して、個別性の高い

サービスに関しては継承されていく体制

を整えていっていただいて、非常によかっ

たのかなと思っております。法人の指定管

理の表のところにも書かれてあるんです

けれども、今後そういうノウハウや経験を

職員全員が共有できるような形として、サ

ービス向上していきたいというようなこ

とで法人も考えておるということですの

で、非公募も含めて支援の内容とさせてい

ただきたいと思っております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 まず、南千里丘モデルルーム跡の件です。 

 お家賃がこの金額であると９月から３

月まで割りますと、約１か月８万３，５０

０円ぐらいになるのではないかなと思い

ます。あの場所で、あの広さで８万３，５

００円というのは非常に安いと私は思う

んですけれども、先ほど固定資産税の評価

からと言われましたけれども、やはりその

地域での一般的な価格というものについ

てお考えになってなかったのかなと思い

ます。貸し付けの契約書の中には、第６条

で貸付物件の価格が著しく上昇し、貸付料

が不相応になったときは値段についてま

た協議をするということも書いてありま

すけれども、そもそも初めからこの金額と

いうのは、一般的に市民から考えると非常

に安い金額なんではないのかなと思うん

ですけれども、そこについてどう考えてお

られるのか。 

 それから、共益費ですね。共益費につい

ても一応文書を交わしておられます。先ほ

どもおっしゃってました共益費は一応別

途市が定める料金を負担してもらうとい

うことになっていますが、今年度につきま

しては、光熱費や保守点検費用、いろいろ

積算が困難なこと及び共用部分の清掃を

各入居者にお願いしてるおことから共益

費を無料としますということで、今年度に

ついての特別な措置で、これから先につい

ては、また共益費はもらうんだというのが

原則なのに、今年度もまたもらってないと

いうことについて、それでいいのかという

ことについてもお聞かせいただきたいん

です。共用部分の清掃と言われております

けれども、トイレであるとか、２階、３階

の階段ぐらいのことであって、ほとんどは

先ほどおっしゃられてた施設管理業務委

託料、これ払っておられますよね、ここに

お願いをしてると思うんです。この業務委
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託の契約書の中にもさまざまな部分につ

いての管理がずっと出てきますけれども、

窓ガラスから外壁から、こういう部分につ

いては市が払ってるわけです。この金額が

７０７万７，４４１円、これ市が出してる

お金ですよね。先ほどの８万幾らの費用、

それから商工会だけではありません。保育

所のほうにもお金がありますけれども、こ

れも商工会のほうが３月まで、９月からの

分で５８万幾ら、保育所のほうは何月から

か知りませんけど、七十何万円という金額

だったと思います。これ７００万円以上の

金額の管理料を摂津市が払って、家賃それ

だけで、これでいいんですかという話です

わ。今、第５次行革が出てきてますよね。

その中で使用料、手数料、これについてき

ちんと原価計算してとっていくんだとお

話が出てると思います。私たちは、この第

５次行革で使用料、手数料、日本共産党は

値上げ賛成はしません。そういう立場では

ありませんけれども、摂津市のほうがこう

いうことを出してきてはるその中で、どう

してこの商工会や保育所に関してですね、

ここでは保育所のことは言いませんけれ

ども、その家賃がこんなに低くて、共益費

も取らなくて、管理は摂津市が７００万円

という金額を払っているのか、これ年度の

途中からですから、平成２７年度は１年間

になりますと、もっと金額きっと大きくな

ってくると思うんですけれども、そういう

形で本当にいいのか、何でそう優遇をしな

いといけないのかということについてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、整備費、これ出てきてますけ

れども、一体どういう根拠でこの整備費の

負担料になっているのか知りたいと思い

まして、資料請求をいたしましたところ、

市の金額というのはわかるんですけれど

も、全体が見えないんです。何でかと言え

ば、先ほどお話がありましたように、これ

５，０００万円からの工事なんですけれど

も、商工会がその工事をお願いしたと、摂

津市は負担金という形で商工会に払って

るという形態をとってるわけですね。つま

り５，０００万円からの工事に対して、入

札も何もせずに相手任せで業者を決めて

るということになるんではないか。これは、

入札逃れととられてもおかしくないので

はないかと私は思うんですが、その点につ

いてもしっかりご説明をいただきたいと

思います。 

 整備負担料も非常に不透明だと思いま

すので、この経過も含めてどういう形でそ

んなことになったのか、これは本当に透明

性や公平性という問題から市民に対して

説明がつくのかということについて教え

ていただきたいと思います。 

 家賃にしても共益費にしても、この整備

費にしても、非常に市民からすると何でそ

んなに優遇せなあかんのかという問題出

てくると思います。片や、先ほど質問いた

しましたけれども、行革で被爆者二世の方

の医療費が削られようとしております。こ

れ先ほどお話ありました、６人の方が受け

てはる７５万２８０円、年間額ですけどね。

この７５万円削らなあかんほどのことを

言うてるのに、片一方でこういうことをす

る。これは市民が全く理解できないと思う

んですよ。７５万円は市からしたら非常に

少ない金額ですけれども、６名の方はこれ

で割れば、もしこれを切っちゃったら、単

純に頭割りしてもお一人１０万円以上の

金額がご負担これからかぶるわけじゃな

いですか。被爆者二世の方のそういう医療

費を片や切りながら、こういうことをする

というのはおかしいんじゃないか。そうで
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はなくて、今までずっと市長は弱者の視点

と言っておられましたけれども、。そうい

うことを本当に大事にして、どこにお金を

かけるのか、どこを削っていくのか、どこ

からお金をちゃんと徴収して、どこにはき

ちっと減免なり費用を安くするなり、そう

いうことをしていくのか。公的な施設につ

いての使用料の問題についても、これから

いろいろさまざまな議論があると思いま

すけれども、やっぱり市民が納得のできな

いことというのは、これはおかしいと思い

ます。このことについてぜひ説明していた

だきたいと思います。 

 それから、桜苑のことですけれども、こ

れについては何回もいろいろ議論をして

きた中のことですので、今は順調に進んで

いるというお話を聞きました。この内容に

ついて、これからもしっかりと、きちんと

利用者の方にとって不便のないように行

政としての指導といいますか、かかわりを

しっかり求めていきたいと思います。これ

は要望にしておきます。 

 それから、コミュニティプラザの委託料

ですね。今、人件費は削減できているとか、

修繕費がふえてきたんだとか、いろいろお

話があったと思います。努力目標としてさ

れてるという話ですね。大幅増ではないと

思うというお話だったんですが、それが目

に見える形でわかるような資料がぜひい

ただきたいです。やはりきちんと比較検討

していかないと、私たちとしても、なるほ

ど、これは指定管理にしてよかったなとは

わかりません。今回、資料請求させていた

だきまして、指定管理の各業務に関する報

告書をいただいております。しかし、それ

についての評価というものも市としてさ

れてると思うですけど、それはこの決算の

委員会には間に合わないということでお

聞きをしました。私たちとしても、やはり

そこがないと決算審査しっかりできない

と思います。今年度の分については、まだ

できていないというのが事実ですから、ど

うしようもありませんけれども、きちんと

この業務報告書を出していただくと同時

に、やはり間に合うように市の評価ですね、

これについても出していただきたなと思

います。 

 窓口の業務委託料、富士ゼロックスへ委

託をされてる分ですね。これが平成２４年

と平成２５年の比較があるとおっしゃっ

てたんですね、済みませんでした。確かに

パスポートの作業がふえているわけです

けれども、そこに関して完全に分けた形で

比較ができないのかというのは、私はちょ

っとそれはやり方によってはできるんで

はないのかなと思うんですけれども、ここ

の窓口の業務というのは、やはりサービス

向上もさることながら、経費削減というの

をおっしゃってたと思うんです。これもや

っぱり目に見える形でこうなったんだと

いうことについて、お聞かせをいただける

ような資料が必要なんではないかと、もち

ろんサービスの向上もこんなふうによく

なってるというのが目に見える形で必要

だなと思いますので、また、それに関して

はこれから評価も出てくるのですかね。こ

れは指定管理と違いますけど、やはり必要

やと思いますので、ぜひまたそういう資料

もいただきたいと思います。 

 それから、富士ゼロックスの分に関して

の事業報告書もいただいております。契約

がたくさんついた資料です。しかし、ほか

のは委託料がどんなふうに使われてるの

かというのが、決算書的なものが入ってる

んですけど、富士ゼロックスのこの中には

ないように思うんです。これに関しては、
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やはりちゃんと営利企業ですから、この委

託料がどんなふうに使われて、富士ゼロッ

クスの利益が一体幾らぐらいなっている

のかということについても出してると思

うんですよ。市に出しているかどうかわか

らないですけれどもね。しっかりそれをつ

かんでいただきたいです。もし、わかって

いるんでしたら、この委託料をどんなふう

に、大まかな項目でいいですから使われて

るのか教えていただきたい。特に市の委託

料の中からこれぐらいが富士ゼロックス

の利益なんだということを教えていただ

きたいと思います。 

 それから、個人情報の保護や守秘義務、

非常に大変な問題です。今、国でもいろい

ろと問題になっています。もちろん富士ゼ

ロックスのほうで個人情報をきちんと漏

れないように体制をとってはるとは思う

んですけれども、社員の方の入れかわり、

そういうものがもし頻繁であるなら、やめ

られた方についてのそういう守秘義務で

あるとかいうのをどこまで追いかけてい

けるかという問題もありますので、こうい

う社員の方の入れかわりというようなこ

ととか、個人情報の保護のことで、こうい

う点きちんとやれてますとか、こういう点、

今やろうと思ってるとかいうことがあっ

たら、また教えてください。 

 それから、ホームレスの総合相談推進事

業、今年度幹事市ということで、数字も上

げていただきました。アベノミクスとか言

われますけれども、庶民にとっては不況が

ずっと続いてるということで貧困の問題

が非常に広がってきています。そういう中

で、女性や子どもの貧困ということが深刻

になってきているという問題があります。

今おっしゃられてるホームレスの方への

巡回ですね、見守りをされてるその中で女

性や子どもというのはいらっしゃるのか

どうか、この辺についてもお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、これは担当課が違うのかもし

れないですけども、行方不明の高齢者の問

題、これも非常に大きな問題になってると

思うんですけれども、ホームレスの方の中

に高齢者の方とかもいらっしゃるんじゃ

ないかなと思いますが、行方不明の高齢者

は摂津市では一体どれぐらいいてるのか、

わかる課があったら、ぜひ答えていただき

たいなと思います。 

 それから、被爆者二世の医療費の問題は

先ほど言いました。これをぜひ行革で切ら

ないでほしいと思います。本当にこんなこ

とまでしないといけないのかと、私は摂津

市が単費で行っているさまざまな事業と

いうのは、摂津市の良心やと思うんです。

摂津市の良心を切らないでほしいと思い

ますので、これは要望にしておきます。ぜ

ひお願いいたします。 

 それから、ライフサポーター業務委託料、

これはひとり暮らし高齢者の方の見守り

ということでした。本当に大事になってき

てるお仕事だと思っております。これはラ

イフサポーターだけではなく、緊急通報装

置であるとか、さまざまな見守り活動とい

うのがされてると思うんですね。独居老人

愛の一声訪問事業委託料、これも大分減っ

てしまいましたけれども、それから、ふれ

あい配食サービスであるとか、さまざまな

ことで高齢者の方の見守りというのをさ

れてると思うんですけれども、ぜひここに

関しても、しっかりとやっていっていただ

きたいなと思いますので、これも要望にし

ておきます。 

 それから、みきの路の分ですね。非公募

の意味ということについて、高い専門性が
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必要であるとか、やはり継続してサービス

を提供していくんだというようなお話で、

法人合併の話もお伺いいたしました。指定

管理と一口に言っても、やはりその目指す

ものというのが、それぞれ違うと思います。

経済効果について目指すということも一

つはあるかと思うんですけれども、そうで

はなくて、やはり摂津市が今までやってき

た役割、果たしてきた役割というのをきち

んと市民にサービス提供をしていただく

ということが第一やという、そういう指定

管理というのもあると思いますので、その

辺では役割をしっかり果たしていってい

ただきたいなと思います。これも要望にし

ておきます。 

 それから、生活保護の問題です。扶助費

削減というのは本当に深刻な問題を生み

出しています。これは憲法にも違反する人

権侵害であるということで、裁判も幾つも

起こっていると思います。摂津市でも、負

担が非常にふえてる方がいらっしゃると

いうことがきょうのお話でさらにわかり

ました。特に、単身より多人数というよう

なお話がありました。子どもが何人もいら

っしゃるようなご家庭というのが、やはり

負担も大きくなっているんではないのか

なとも思います。本当にしんどいところが

苦しまないように、ぜひこの扶助費の削減

をもとに戻せという声を摂津市からも上

げていただきたいと思います。 

 私も２週間の間に２人、もうガスがとま

ってしまって、電気もいずれはとまるとい

うようなそういうご相談をお受けして、１

人は摂津市の方で、もう１人は東淀川区、

大阪市の方だったんですけれども、もう本

当に緊急なんだということで、摂津市の方

は摂津市の生活保護でお願いをしました。

職員の方が非常に熱心に、親身になって相

談にのっていただいて、何とか急場を助け

ていただいたということも目の前で見て

おります。本当に大変なお仕事やとは思う

んですけれども、今その方々は２人とも５

０代で、１人男性、１人女性でした。働い

ておられたんですが、１人は派遣労働をし

てはって、突然首を切られ、もう１人は働

いてる先でだんだん体が悪くなって、もう

働き続けられなくなったという状態でし

た。もともとお給料少ないですから、ひと

り暮らしですし、預貯金もなくて、それで

も生活保護の申請というのをなかなかで

きずに、ずっとどこに相談しようかと悩ん

でおられたということなんです。たまたま

相談をいただいて、つなぐことができたん

ですけれども、本当にそういう生死の境で

いてはるというような方が、この摂津市に

も、お隣の東淀川区にも、すぐ身近なとこ

ろでいらっしゃったということについて

は、貧困がじわじわと広がってる、今は働

いてちゃんとお給料ももらえて何とか生

活ができても、来月はわからないみたいな、

そんな状況があるんだなと思います。そう

いう中で、この生活扶助費が削減されると

いうことは、今までは救われてた人がこの

削減された金額で救ってもらえない人た

ちが出てくるわけですよね。今受けてる人

が苦しくなるというだけではなくて、生活

保護で今までだったら保護してもらえて

た方々がそうではなくなるという、窓口に

行っても、あなただめですと言われてしま

うということが起きてくる。片一方で消費

税が上がりながら、本当に生活が苦しくな

ってるというところですので、これは要望

としておきますので、ぜひともそういう実

態を国に伝えていただいて、摂津市からも、

ぜひこの削減撤回せよという声を上げて

いただきたいなと思います。住宅の分も限
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度額が引き下げられて、大変なことになっ

ておりますけれども、またそれはこの次の

ときにお話させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それから、フォルテ、正雀市民ルーム、

小川駐車場、市民文化ホールの指定管理料

ということでいろいろお伺いをいたしま

した。これもそれぞれ事業報告書はいただ

いております。その中でビケンテクノさん、

正雀市民ルームですね。ここには収支報告

書がついております。この中で収入は委託

料の金額になっております。支出の中で人

件費とか事務費とかあるんですけれども、

差し引きが１０万９，３９４円なんですね。

これがビケンテクノさんの利益なのか、そ

れともこの管理費、１５５万２，５３９円、

これがビケンテクノさんの利益なのか、こ

こについて教えてください。 

 それから、小川駐車場、アマノさんです

ね。こちらも収支報告書出ております。こ

れもどれが利益なのか、営業管理費という

１０１万３，４４０円、これがそうなのか、

それとアマノさんの場合、人件費がゼロに

なっております。これは全くの無人という

ことなんでしょうか。そこも教えてもらい

たいと思います。 

 保健センター、休日小児急病診療所です

ね、小児科のお医者さんの確保が難しいと

いうお話でした。本当に大変なことだなと

思いますけれども、この役割というのも非

常に大事ですので、ぜひこれからも頑張っ

てやっていっていただきたいと思います。

これも要望にしておきます。 

 それから、子宮がん、乳がん検診です。

府内で比べても少し高かったり、低かった

りの受診率だというお話でした。たくさん

の方に受診していただくということがす

ごく大切だなと私も思っているんです。保

健センターの事業報告書をいただきまし

たので、それも見せていただいてて、受診

勧奨の電話をしておられるということを

書かれています。これは特定健診に関する

ものだとは思うんですけど、実は、私も電

話をいただきました。私は自分の誕生月で

はないけれども、大体決まった月に今まで

検診を受けてますので、そのときに受けま

すということで、多分これ８月ぐらいに電

話をいただいたと思うんですけれども、そ

のときに、ただ受けてませんね、早く受け

なさいというだけではなくて、ほかのこと

についてもご相談のりますというお話し

をいただいて、乳がんや子宮がんの検診ど

うされてますかということで聞いていた

だいて、この電話で予約もできますと言っ

ていただきました。非常にありがたいなと、

私そのとき思いまして、じゃあぜひ予約し

てくださいと言ったんですけれども、いつ

かという話になりますと、ずっと何かつま

ってるようなんですよね。８月ぐらいのお

電話やったと思うんですが、結局、片一方

ずつ受けるならもう少し早くでもできた

んでしょうが、忙しいので二つ同時に受け

たいと言うと、１１月の日程になるという

ことで、まだ受けてないんですね、そうい

うことで。ほかにもたくさんそういう方が

いらっしゃるんじゃないのかなと。これを

どう解決していくのか、受けたいという思

いはあって、そうやってお電話までしてい

ただいて、それならぜひと思っても、結局

なかなかそういう先々の日程までわから

ないから、それならもうちょっと無理やね

という話とか、私は先になってキャンセル

も可能ですと言うてもらったんで、とりあ

えず日程を抑えたんですけれども、まだ１

１月の日程がわかりませんので、受けれる

かどうかまだわからないという状態なん



- 23 - 

 

ですね。キャンセルしたら次どうなるのか

というようなこともありますよね。ぜひこ

の辺のせっかく検診受けてください、ぜひ

にと勧めていただいてるけれども、それを

どういう体制で実施をしていくのかとい

うところについて教えていただきたいな

と思います。 

 それから、葬儀会館、斎場の問題ですね。

これについては修繕費やいろいろかかっ

ているというようなことでした。インター

ネットの予約ができるようになってる、委

託料がかかってるということですね。あと

職員の給料、これについては了解しました。 

 それから、ごみの収集です。ふれあい収

集について、先ほどからいろんな場面で高

齢者の見守りの話をしてますが、高齢者の

方だけではなく、障害のある方などもごみ

が出てなかったら声をかけて見守りをす

るというお話で、これはやはり職員でない

とできない中身やなと思っております。ど

んどんと民間の委託が広がっております

けれども、本当にごみの収集というのは、

ただもっていったらいいという話ではな

いと、職員がしっかりと意識を持ってやっ

てくださってるものだと思います。災害時

の問題とか、そういうことについてどこの

道でも知ってるんだというお話も聞きま

した。あそこにどんな人がいてるというこ

とも頭の中に入ってると。やはり民間に丸

投げしてしまうことがないようにという

ことで、ぜひこれは意気込みを聞かせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 それから、中小企業の融資の保証料、利

子補給金、これがリーマンショック後の分

が今きてるということでした。このとき、

融資の制度が利子も全額補給してもらえ

る、しかも返済期間も長くしてもらえると

いうことで、皆さんに喜んでいただいて利

用が物すごく大きく広がったと思ってま

す。これからまた消費税が上がると言うて

ますし、不況で大変やという状況は中小零

細企業の中では物すごく深刻です。ぜひと

も今回ですね、中小企業の預託金の増額と

いうことも出ておりますので、限度額引き

上げであるとか、返済年数の長期化である

とか、そういうことについて考えていって

いただきたいと思います。これは要望にし

ておきます。 

 それから、企業立地奨励金です。また、

この数字、表でいただけたらありがたいの

で、よろしくお願いします。大企業が６社

で、１０社の中小企業を上回る金額融資し

てもらってはるということで、いつもやっ

ぱり大企業はすごい大きいですね。ちょっ

と差が縮まってきてるというのは確かに

思いますけれども、今、中小零細企業にと

って設備投資ということについては本当

になかなかできない状況があるんです。何

回も言ってますけど、大企業にいい制度を

つくるなと言うてるわけではありません。

大企業に対してそれだけの市からの援助

をするということは、それだけ市に対して

大企業からきちんと摂津市民にどんな見

返りがあるのかということについて追及

してもらいたいということをぜひお願い

します。これは、企業立地奨励金、この先

の展開をまた考えてはると思うんで、ぜひ

これ検証をして、それからやってほしいん

です。大企業がよくなりました、摂津市に

いっぱいきました。でも摂津市民はちっと

もその恩恵受けてません。そういうことで

は困ると思うので、どんなふうに摂津市民

に還元があるのかということをしっかり

と検証をしていただきたいなと思います。

それから中小企業、零細企業にとっては、
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立地奨励金もいいですけれども、家賃補助

であるとか、仕事を発注していくような、

そういう方向であるとか、やはり今苦しい

ところ、設備投資できないと言ってるとこ

ろがあるというのは摂津市の調査でも明

らかになってるわけですから、そこに向け

てコンサルタントの派遣ではなくて、直接

中小零細企業の営業を応援する、そういう

事業をぜひ展開していただきたいと思い

ます。これについても、ぜひお考えをお聞

かせください。 

（午前１１時４７分 休憩） 

（午後 ０時５７分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係りますご質問についてご答弁さ

せていただきます。 

 まず、モデルルーム跡の家賃の計算につ

いてですけれども、この家賃の計算に当た

りましては、摂津市の普通財産貸付要綱に

あります土地の賃貸料の額の算出方法を

準用しております。これを家屋に当てはめ

まして、先ほど言いましたが、２４年度の

家屋の固定資産評価相当額に対しまして、

商事法定利率６％を乗じたものを基本的

には年額といたしましております。 

 しかし、この建物については、スケルト

ン貸しと言いまして、電気も何もない状態

での貸し付けということもございまして、

その固定資産の対象となるべき部分が限

られることから、全体の固定資産の評価に

占める対象となる部分の割合を求めまし

て、それを対象率とさせていただいており

ます。計算しましたら、それが大体５０％、

約２分の１ということになりますので、先

ほどの商事法定率を乗じて得た金額の２

分の１と定めたものであります。この分に

つきましては、市としては妥当なところだ

と認識しております。 

 負担金として支払った経過ですけれど

も、南千里丘のモデルルーム跡の整備につ

きましては、２階部分に保育所が入るとい

うことが先に決定しまして、その後、３階

部分に商工会、そして市の分館のスペース

とするということが決まりました。そうい

った一連の経過から、建物としては一つで

すので、一体的に設計を行い、工事を発注

することが、経費や工期についても効率的

であるという判断をいたしました。 

 当初は、一番工事面積が大きい保育所が

一体的に整備して、それぞれにおいて負担

金を支払うという方法も検討はしたんで

すけれども、それは困難であったため、保

育所部分を除き、工事面積が多い商工会が、

３階部分の主体となって工事を発注し、そ

の面積に対して案分したものを市が負担

金としてお支払いしたものでございます。 

 それと、共益費についてですけれども、

ご指摘のとおり、当初の約束事の中に、２

６年度、共益費については、清掃等の相殺

という形で共益費の支払いというのはな

かったんですけれども、２６年度について

はということでしたので、本来、２７年度

からということであったんですが、先ほど

言いましたように、まだ共益費について、

どの部分をどれだけ共益費とするかとか、

そういったこともまだ検討できておりま

せん。ことしでようやく１年となりました

ので、今後、共益費について、徴収するか、

しないかも含めまして、検討をしてまいり

ます。 

 続きまして、企業立地に関しまして、市

民への還元ということですけれども、その

分につきましては、こちらも企業立地で奨
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励金をお支払いしておりますので、しっか

りとその効果を検証してまいりたいと思

っております。 

 家賃補助等、直接的な小規模事業者への

支援ということでございますけれども、や

はり直接的な支援につきましては、一時的

な効果というものはあるかもしれません

が、産業振興課としましては、その企業の

基礎体力といいますか、経営力の強化等に

対する支援を行い、それぞれ企業がしっか

りと経営基盤を持って、継続的に事業に取

り組んでいただけるような支援策に今後

も取り組んでいきたいと考えております。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 ただいまの南千

里丘のモデルルームの跡の整備事業に関

連しまして、商工会をなぜ優遇するのかと

いうご質問があったかと思いますが、その

点について、私のほうからお答え申し上げ

ます。 

 まず、家賃設定、共益費、工事負担金に

つきましては、池上参事から説明したとお

りでございまして、それぞれ根拠に基づき、

商工会との間で契約、あるいは協定を交わ

したものでございますので、我々としまし

ては適正なものと認識しております。 

 その上で、商工会への支援について、ど

のように考えるかということですが、ご存

じのように、商工会は、商工会法という法

律に基づいて経済産業大臣の認可を受け

た、営利を目的としない法人でございます。

その目的としましては、地区内におけます

商工業の総合的な改善、発展を図り、あわ

せて社会一般の福祉の増進に資すること

と法で規定されております。 

 事業としましては、商工業に関する相談、

指導、情報、資料の収集、提供、調査、研

究等のほか、社会一般の福祉増資に資する

事業を実施するということで定められて

おりまして、具体的にも、摂津市の商工会

におきましても、市が実施するさまざまな

事業、例えば、ビジネスマッチングフェア

でありますとか、創業支援の取り組みであ

りますとか、そういった事業に協力してい

ただき、一緒に連携してやっている部分も

ございますし、市が直接ではなくても、地

域活性化のためというようなことで、摂津

まつりであるとか、まるごとマーケットで

あるとか、いろんな事業に参画していただ

いているというようなことでございます。 

 そういう中で、商工会が実施される事業

というのは、市の行うべき商工業の振興施

策というところと共通する部分があると

いうことで、従来からも、また今後も商工

会と連携を図りながら、協力を得ながら事

業を行うことが効果的、効率的であるとい

うことで考えておりますので、その商工会

に財政面も含めて支援することが、間接的

に市内の商工業者への支援になるもので

あるということで考えております。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 自治振興課に対し

てのご質問にお答えさせていただきます。 

 株式会社ビケンテクノの収益でござい

ますが、これは１０万９，３９４円、こち

らが利益となっております。 

 また、小川駐車場でございますが、こち

らにつきましては１３万２，３６１円が利

益となっております。 

 また、人件費のほうがゼロということで

ございますが、こちらのほうは、事件、緊

急な対応を求められたときにアマノマネ

ジメントさんが動かれますので、その分に

ついてはサポートセンター経費、こちらを

使っておられると思います。 

○上村高義委員長 有場課長代理。 
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○有場市民課長代理 ９７ページ、窓口業

務委託についてお答えします。 

 まず、コストの削減効果でございますが、

委託した業務につきまして、純粋な削減効

果というものにつきましては、平成２４年、

２５年の比較ということで、７００万円削

減されていると。これは、委託業務の増減

がない限りは、以降も７００万円の効果が

あるものと考えております。 

 ただ、先ほど、旅券事務が追加されたと

申しましたけれども、この間、ほかにもシ

ステムの大規模な更新であったりとか、今

年度においては、マイナンバーあるいはコ

ンビニ交付のシステムの構築であったり

と、業務量はかなり増加しております。た

だ、その間も、人員の増なくやっておりま

して、このことについては、先行して委託

したということで、そこで労務管理なり、

業務の管理なりの労力の削減効果を新た

に発生する業務に振り分けることができ

たと考えております。例えば、もし委託せ

ずに直営で実施していた場合、やっぱり人

員の増加は必要だったかという部分では、

これは推測になってしまいますが、プラス

アルファの効果はあったかと思っており

ます。その部分について資料をお出しする

というのは、推測もございますので、難し

かったという意味で、先ほどご説明させて

いただきました。 

 続きまして、委託業者の利益といいます

か、委託料の内訳でございますけれども、

この契約は、委託契約でございますので、

契約書の中では、最終的な精算というのは

ございませんので、詳細な内訳までは求め

ていないということでございます。 

 ただ、業者選定当時にですが、我々も委

託するに当たっては、ワーキングプアの問

題は重視していかなくてはいけないと思

いますので、実際に働かれる方のお給料は

どれぐらいになるのかということの資料

を求めております。そこでは、９割以上は

人件費であるということで説明いただい

ております。利益はかなり少ない状況では

ございますが、この事業者の事業の設計に

ついては、摂津市単体で利益を出していく

というわけではなく、ほかにもいろいろな

サイトを一括管理していますので、そこで

包括的に管理して、管理経費をいただくと

いう形になっております。ですから、ほと

んど人件費に振り分けることができると

いう説明をいただいております。実際、そ

のような形になっているかと思います。 

 セキュリティのことでございますけれ

ども、職員の交代というのは、責任者の変

更がこの業務期間中ございましたけれど

も、それ以外の方については、着任当初か

らずっと働かれている状況でございます。

当然ながら、守秘義務につきましても、別

途秘密保持契約書というのを結んでおり

まして、そこで対応していただいているか

と思います。 

 その他のセキュリティにつきましては、

選定当時からＩＳＭＳ、情報セキュリティ

マネジメントシステムの認証を取得した

団体を対象に選定しておりますので、それ

に基づいて、例えば、社員のセキュリティ

教育であったりとか、定期的に内部監査、

事務監査もやっております。そこで洗い出

されたリスクの管理というのを、我々も毎

週定例的に、会議を持っていますので、そ

の場でリスクの評価なりをしていって、改

善に向けるということでございます。今後

も、ＩＳＭＳに基づきまして、ＰＤＣＡサ

イクルに乗せて、随時セキュリティを向上

していくという取り組みを継続していく

よう努めます。 
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 今後、マイナンバー等も取り扱いがござ

いますので、その辺は改めて強化というか、

重視してまいりまして、今後とも努力して

いきたいと考えております。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、８

８ページ、コミュニティプラザ費の指定管

理業務の件につきまして、その詳細を再度

説明させていただきたいと思います。 

 コミュニティプラザ費については、前年

と比べますと、２，９００万円ほど増額に

なっておりますけれども、先ほども、項目

を上げてご説明申し上げましたが、概数を

つけ加えてご説明させていただきたいと

思います。 

 この２，９００万円のうち、修繕料の増

加が前年比で約４４０万円ございました。

さらに、指定管理者に入っていただくため

の事務所の備品として１２０万円、それか

ら、光熱水費の増加が５０万円、それと、

保健センターで行っておられました監視・

警備の業務をコミュニティプラザ一体で

執行したことによる増加が５００万円、そ

れと、消費税及び地方消費税の税率増に伴

う増加が２５０万円、それと、２６年度、

臨時職員、非常勤職員については、４名の

予算計上を行っておったんですけれども、

１名、所用により継続が困難ということに

なりまして、その１名分を施設管理公社か

らの研修生受け入れという形で賄いまし

たので、その分、予算執行がございません

でした。この分が２５０万円となっており

ます。これらを足しますと、１，６４０万

円になろうかと思いますけれども、それに

加えて、先ほども申し上げましたように、

一般管理費で予算執行を行っておりまし

た正規職員の人件費、これにつきましては、

正職１名、７００万円と仮定いたしますと、

その２名分の１，４００万円、これを全て

足しますと、１，６４０万円足す１，４０

０万円で３，０４０万円になろうかと思い

ます。これと、コミュニティプラザ費の前

年比の増額分２，９００万円ほどと同じぐ

らいの金額になってこようかと思います。 

 そういった面では、経費については、指

定管理者導入によって増加になったわけ

ではなく、一方で利用者の利便性向上、こ

れが実現されておりますので、費用対効果

の面からいえば、プラスに働いていると認

識している次第です。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算書１０６ペ

ージ、女性や子どものホームレスについて

お答えします。 

 平成２７年３月の北摂地域全体でのホ

ームレス数は２９名で、うち２名が女性で

ございます。なお、子どものホームレスに

ついては確認しておりません。本市におき

ましては、現在、女性のホームレスが定着

している状況はございません。 

 なお、巡回相談事業の展開に当たりまし

ては、新しい状況など、変化があった場合

は、定例的な報告以外に、随時、大阪府社

会福祉協議会のほうから報告が入ります

ので、連携を密にした中で支援を進めてお

ります。女性のみならず、ホームレスが発

生した場合は、迅速かつ丁寧に支援を進め

ていきたいと考えております。 

 次に、身元不明者の状況でございますが、

現在１名の方を市内の福祉施設で保護し

ております。この方につきましては、大阪

府警本部の身元不明迷い人台帳に登載し

て、手がかりを探している状況でございま

す。なお、平成２６年度中には、行旅死亡

人は発生しておりません。 

○上村高義委員長 川口参事。 
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○川口保健福祉課参事 それでは、決算書

１３２ページ、検診に関してのご質問にお

答えさせていただきます。 

 セット検診につきましては、予約の申し

込みが大変多いと聞いております。そこで、

平成２６年度については６７回であった

セット検診の回数ですが、２７年度、今年

度からは７７回ということで、１０回増加

をして、できるだけ多くの方にご受診いた

だけるような対応をしております。また、

乳がん検診と子宮がん検診につきまして

も、二つの検診が別々の日の設定が多いで

すが、同日に二つの検診がご受診いただけ

るように設定をするなどの工夫をしまし

て、できるだけ市民の方の受診につながる

ような体制の整備に努めているところで

す。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは私から

は、決算書１４０ページ、ふれあい収集に

関します２回目のご答弁を申し上げたい

と思います。 

 先ほども、委員のご指摘のとおり、ふれ

あい収集については、私ども、大変重要な

業務だと思っております。業務については、

以前から申し上げていますように、民に任

せるものは民、職員がしなければならない

ものは職員と考えております。この業務に

つきましては、大変重要な業務と担当とし

ては考えておりますので、今後とも職員で

対応していきたいと考えております。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 先ほどのモデル

ルーム改修の件について、答弁漏れがござ

いましたのでさせていただきます。 

 入札をせずに、なぜ負担金か、負担金の

中身はどうなっているのかというような

ことだったかと思うんですけれども、この

ことにつきましては、先ほど負担金とした

経過というのはご説明させていただきま

した。この負担金の額についてなんですけ

れども、この工事の工事業者については、

保育所の工事を平成２６年２月に７者が

入札して、施工業者を決定されております。

これに準じて、一体的に行うこと、２階部

分、３階部分、商工会、市の所有部分、別々

にするよりも、当然、同時期に同じように

やるのが財政的にも、工期的にも、効率的

だということで、保育所の工事を落札され

た同じ業者に、保育所の落札の率に応じて、

３階部分についても予定価格をその率で

計算して、保育所の業者と随意契約を商工

会がされたと。そこに対して、市の面積部

分といいますか、案分しまして商工会に負

担金としてお支払いしたということにな

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ３回目の質問をさせて

いただきます。 

 南千里丘のモデルルーム跡地に関して

の問題です。家賃とかそういうものについ

ては、規定どおりだと、妥当な金額と考え

ているということでご答弁いただいたん

ですけれども、市民の一般的な感覚では、

今のお話は妥当だとはなかなか思えない

内容だと思います。あれだけのスペースが

あれば、何十万もかかるんじゃないのかと

いうのが普通考えることだとは思います。 

 それと、共益費の分については、今後考

えるのだというようなお話ですから、今後

の展開を見させていただきたいと思うん

ですけれども、ただ、トイレや階段だけを

掃除したら共益費は要らないと、そういう

ことではないと思うんです。現実に、施設

管理業務委託料が摂津市には７００万円

発生しているわけですから、そこをどうし
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ていくのかということは、しっかり、これ

から考えて、答えを出していただきたいと

思います。 

 それから、入札逃れではないというよう

なお話でした。しかし、あくまで保育所が

入札をされたわけであって、摂津市として

その業者を選んでいるわけではないわけ

です。そこについては、きちんと公平性、

透明性、私たちのチェックということにつ

いても、ただ負担金を払いますということ

でお金を動かすというだけでは、だめなん

じゃないかなと私は思います。摂津市が、

やっぱり随意契約ではいけない、入札でな

いといけないという金額が決まっている

わけですから、これは摂津市の建物なんで

す。商工会や保育所の建物に、摂津市が場

所を借りるわけではないです。あくまで摂

津市が、そこについてきちんと責任を持つ

べき内容だと思います。もちろん、全く摂

津市のお金が動かない、空の中に、それぞ

れが内装とかをされて、その分をそれぞれ

が発注される、これならわかります。だけ

ど、そこに摂津市の税金も絡んでいくとい

うことになると、これは違うんじゃないか

なと思います。 

 全体像が、私も資料を請求したんですが、

いまだにはっきり見えないわけです。その

中身が本当に正しいのかというチェック

も、まだしっかりとはできない状況にあり

ます。 

 このモデルルーム跡地の整備に関する

協定書の中では、改修工事、占用のところ

はそれぞれで、共用部分の費用は２分の１

を負担するとなっているわけですけれど

も、３階の面積７７９．４５平方メートル、

市の占用はこのうちの３２％です。共用の

部分１６％、商工会の部分が５２％、ここ

の共用部分を半分に割るとすると、８％ず

つですから、市の負担が４０％、商工会が

６０％です。摂津市の資料としては、どん

な工事だったのかという全体が出てきて

いませんので、商工会の特別会計という資

料をいただきました。これは産業振興課を

通じていただいたんですけれども、ここで、

総支払額、商工会がされている分が１億１，

０２６万７，４２８円、摂津市分として５，

１１９万３，８００円となっているんです

けれども、その総額を４０と６０で割りま

したら、摂津市の分は４，４１０万６，９

７１円に私の計算ではなるんです。７００

万円からの差が出てきます。これは摂津市

からの資料がないので何とも言えません

が、先ほどのお話の面積で割って案分する

んだと、共用部分は２分の１というのは、

この協定書の中にうたわれていますので、

計算をすると、金額の差が出てくるんです。

これは、やっぱり不透明だと思うんです。

きちんとした資料を出していただきたい。

それが一つです。こういう不透明なやり方

というのは、やはりおかしいのではないか

ということを申し上げます。 

 それから、先ほどから家賃の金額につい

てのお話もありましたけれども、商工会は、

いまだに学園町に自社ビルをお持ちです。

この自社ビルは、条例によって、先ほどお

っしゃっていた商工会法で認められてい

るところは、固定資産税に関しては非課税

であるということになっています。それは

でも、商工会の事業の用に供した場合の固

定資産税が非課税なんです。ところが、９

月に業務をこちらの南千里丘に移転して

こられにもかかわらず、そこから後の固定

資産税もずっと非課税扱いなんです。これ

は固定資産税課に聞きました。民生常任委

員会の範囲ではないとおっしゃるかもし

れませんけれども、商工会が独自に、勝手
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に移転されて、そういう間違いが起きたと

いうことでは今回ないわけで、この移転に

関しては、市がしっかり話し合ってやって

いるにもかかわらず、移転した後も非課税

措置がずっと取り続けられているという

ことに関して、どうなんですかと、固定資

産税課に聞きましたら、古いビルで商工会

としての事業を展開されているのかどう

かということについて把握していなかっ

たというお話だったんです。今からします

と言われるんです。これはおかしいんじゃ

ないですか。 

 これは、ただ単に、固定資産税のほうが

おかしいというだけではなくて、摂津市は、

先ほどから商工会に、摂津市の中小企業の

ためにいろいろ役割を果たしてもらうと

ころなんだから、応援もしたいとおっしゃ

っています。私は、そのことについて、何

も悪いと思っておりません。補助金も出し

ておられますよね。ちゃんと法律や条例に

基づいて、要綱もつくって、補助金も出し

ておられる。このことは、もちろん、それ

はそれでやっていただきたいことです。し

かし、この補助金を出しているところにつ

いては、その業務の中身について、摂津市

に対して報告すべきだということも書い

てあるわけです。だから、先ほど、私は特

別会計の話をしましたけれども、商工会は、

産業振興課にそういうものも出しておら

れると思うんです。特別会計だけじゃなく

て、年度の終わったときには業務の報告を

されていると思うんです。そういう中で、

以前のビルをどうするのかということは、

しっかりと産業振興課としてもつかんで

おかないといけなかったことではないん

ですか。業務実態がはっきりしていないま

まに非課税措置をして、もう１年以上たち

ますよ。２７年度も非課税です。これ、そ

のままにしていいんですか。先ほどから条

例とか規則などを用いて、家賃などは妥当

だというようなお話だったと思うんです。

こちらのほうは、それを引っ張ってきて安

くするけれども、もう片方のほうは、非課

税措置が本当に妥当なのかどうなのかと

いうことのチェックすらもしていない。こ

の問題について、今までどう考えておられ

たのか、お聞きしたいですし、今後の対応

もお聞きしたいと思います。 

 ちなみに、市の商工会から出されている

一般会計の光熱費、家屋費ということで、

電気、水道、ガス代とか、そういう部分に

ついて、２５年度は１３２万３，４５３円

計上されておられて、２６年度は１４０万

４，４７６円、１０万円もない差で計上さ

れているんです。これは、以前のビルにい

たのが９月で終わって、南千里丘に変わっ

たと、だから、水道光熱費が少しぐらいの

差で済んでいるんだと思っていたんです

けれど、もし仮に、以前のビルで業務をそ

のままやっぱりやっておられると、非課税

であって当たり前だと言うんだったら、こ

れ、もっと、水道光熱費が上がってきて当

たり前ですよね。あれは電気代だけですけ

れども、先ほどの一般会計の歳入にも商工

会の分も入っていると思います。これ、四

十何万ぐらいあると聞いていますよね、こ

れ、電気代だけですよね。水道代は自分ら

で払っておられるわけですよね。そういう、

いろんなものを積算したら、ちょっとこれ

おかしいんじゃないですかと、私は言いた

いです。ぜひ一度、しっかりと調べていた

だいて、これは商工会だけに問題があるん

ではなくて、摂津市が一緒になってこの移

転ということをやってきたわけですから、

責任を持って、これについて決着をつけて

いただきたいと思っています。 
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 非営利の団体ということです。私もその

ように認識をしております。しかし、いろ

いろ協力もいただいているということで

した。施設運営委託料、創業セミナーとい

うのを、これは摂津市のスペースである南

千里丘の別館のお部屋、そこで創業セミナ

ーをされていると、それについて委託料を

お支払いしているということでした。これ

も、商工会の会計報告を見てみますと、摂

津市から２４万円、商工会に入っている。

１万１，０００円は保育料で、別のところ

に入ったというお話でした。商工会の摂津

市からの受託事業の支払いですが、２４万

円じゃなくて、１９万２，５０１円という

ことで、その差額は、商工会の手数料とし

て、商工会の会計の中にそのまま納められ

ているというご説明がありました。摂津市

の委託事業で、商工会が自分のところの実

入りとしてとっているということです。こ

ういう関係で正しい関係なんですかね。そ

れで、なおかつ、そうやって家賃は安くし

て、共益費はなくして、摂津市の税金であ

そこに委託管理をして、持ち出しはよくわ

からない、不透明なままで出されるという

ことで、これで本当にいいんですかね。 

 私は、摂津市の中小企業のために、中小

企業だけじゃないんでしょうけれども商

工会は、商工業の発展のために商工会に頑

張ってもらって、応援してもらう、これ、

結構だと思います。だけど、商工会の本体

そのものを応援するんじゃなくて、そこか

ら、やっぱりどれだけ事業所にいろんなこ

とを提供していただくかということに頑

張っていただくんであって、不透明なやり

方で援助をするというのは、これはおかし

いんじゃないかと思いますので、ここのと

ころをしっかりと正していただきたいの

と同時に、まだいただいていない全体のよ

くわかる資料もいただきたいと思います。 

 それから、産業振興課にかかわって、ほ

かの部分はわかりました。中小企業への努

力というのは、異論もありますけれど、頑

張っていただきたいなと思いますので、ま

た、それは今度の機会にお話ししたいと思

います。 

 それから、コミプラに関しても、今のお

話で大体中身がわかりました。きちんと、

これからもそういう報告をしていただけ

ればと思います。 

 窓口の業務委託のほうも、ワーキングプ

アの問題を重視しているということで、そ

こは非常に私たちも賛同するところです。

業務の中身をしっかりと、個人情報の問題

もありますので、頑張っていただきたいな

と今思っています。 

 ホームレスですが、大変な時代になって

きています。しっかりと見守っていただき

たいと思います。行方不明の高齢者の方な

どもふえているということで、本当に大変

な事態が進行していると思いますので、よ

ろしくお願いします。要望です。 

 それから、ビケンテクノやアマノの利益

というのもわかりました。これについても、

きちんと資料の点検とか、それから摂津市

の評価ということも兼ねて、またいただき

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。これも要望です。 

 乳がん、子宮がんの検診ですが、ぜひ、

これから同日でできる回数をふやしてい

っていただきたいですので、よろしくお願

いします。要望にしておきます。 

 ふれあい収集、職員の力でということで

伺いました。ふれあい収集に限らず、やは

り職員でなければできない仕事がありま

すので、これもぜひ今後とも頑張っていた

だきたいと思います。よろしくお願いしま
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す。 

 南千里丘の問題については、もう一回答

弁をいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 南千里丘モデル

ルーム跡地の件ですが、土地、建物につき

ましては市の所有ということになってお

ります。 

 我々産業振興課のほうで所管しており

ますのは建物のほうでございまして、建物

の２階部分につきましては、これは教育委

員会から社会福祉法人桃林会に普通財産

の貸与ということで対応しております。で

すので、貸付収入についても教育委員会の

ほうで歳入をされていると。 

 それから、３階部分の商工会の事務室に

ついては、産業振興課のほうで、これも普

通財産ということで貸し付けを行ってお

りまして、収入しているという形になって

おります。 

 それから、産業振興課が直接管理してお

ります部分、３階の一部がございます。そ

のほかに、共用部分ということで、１階の

エントランスホールでありますとか、階段

部分でありますとかについては、共用部分

ということになっております。 

 細かい工事費の内訳等については、後日、

資料のほうを提出させていただきます。 

 それから、旧の商工会館について、どう

把握しておるのかというご質問でござい

ますけれども、これにつきましては、商工

会から聞いておりますのは、基本的に新し

いところに移っているんですけれども、一

部、会議等で使用することがあったりとか、

それから、事業者の集団健康診断のときに

会場として使ったりということで、引き続

き商工会が保有している建物で、最低限の

光熱水費等も支払いされているとは聞い

ております。ただ、使用の頻度はどれぐら

いかというところまでは、私のほうでは把

握しておりません。今後どうするかについ

ては、いろいろと情報交換等はしているん

ですけれども、まだ具体には決まっていな

いようでございます。このあたり、今後も

情報収集を密にしていきたいと思ってお

ります。 

 それから、運営委託ということで、創業

支援のセミナーを委託しました。差額が出

て、それが利益になっているんじゃないか

ということでございますけれども、手数料

部分については、当然、セミナーの委託と

いうことで、委託料をお支払いしまして、

そこから、講師の方への謝礼であるとか、

必要な事務費という負担はあるんですけ

れども、その差額は、商工会の職員が企画

をしたりとか、受け付け事務であったりと

か、当日の会場での仕事がございますので、

いわゆる商工会の職員の人件費に充てら

れているということですので、それで利益

を出しているということではございませ

ん。 

 そういうことで、また資料については、

後日、提出させていただきます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 非常に不透明な思いが

まだぬぐえません。 

 商工会が会議に使ってますとかってい

うことだけではなくて、きちんとした調査

をやっぱりすべきだと思います。必要最低

限の水道光熱費と言われますが、それは調

査をしてからのお話だと思いますので、き

ちんとそこはしてください。事業の用に供

しているときちっと認められるほどの頻

度でやっているのか、健康診断は１年に１

回と聞いています。そこについて、やっぱ

り市民に納得のいくような形のご説明が
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必要だと思いますので、きちんと調べて、

また後日で結構ですので、それも教えてい

ただきたいなと思います。問題があったん

だったら、ちゃんと課税をして、税金をい

ただいたらどうですか。そう思いますので、

よろしくお願いします。 

 こういう問題が起きてくるというのは、

これは、私らが今言っているから、どうで

したかって聞いておられる感じがするん

です。固定資産税もそうですけれども。そ

うではなくて、やはり非課税の申請も出て

なかったという話ですので、日ごろからの

そういうことについてのきちっとした対

応、なあなあではなくて、やっていくべき

じゃないのかなと思います。 

 セミナーのお金も、人件費相当と言われ

ますけれども、人件費補助の名目で５００

万円ほどの補助金を商工会に既に出して

おられるわけじゃないですか。その上、ま

だ人件費としての差額というのは、これは

ちょっと違うんじゃないのかなと。府から

も、かなり大きな金額、４，０００万円ぐ

らいを商工会はいただいてますよね。摂津

市のために協力してくれるとおっしゃっ

ているなら、別に差額をとらなくてもやっ

てもらったらいいんじゃないですかと私

は思いますけれども、そこに関しても、し

っかりと商工会とこれから話し合ってい

っていただきたいなと思います。 

 それから、千里丘の整備費のことです。

これは、やっぱり５，０００万円からのお

金を動かす、しかも、その建物は摂津市の

持ち物、土地も摂津市の持ち物、なのに、

入札は保育所がやっていて、摂津市は負担

金ということで、どこが選ばれたかという

ことに、きちんと市民に説明責任を私らが

果たせないような形でやっている。これは、

このままそうですかというわけにはいか

ないと思いますので、まず、その中身がし

っかりわかるものを出していただいて、こ

れから、どんなふうに私たちも考えていく

のか、研究させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 資料については、ぜひ

提出いただきますようによろしくお願い

します。 

 増永委員の質問が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 本日、決算委員会という

ことで、先ほど、午前中からの質疑もござ

いました。事業名等は若干かぶるところが

あるかもしれませんけれども、質問の内容

を変えながらやっていきたいと思います。 

 まず初めに、基本的には担当課別にいき

たいと思いますので、決算書なり、決算概

要なりが前後することがあるかと思いま

すが、ご容赦をお願いしたいと思います。 

 まず初めに、決算書の３０ページで、歳

入のところなんですが、目１の民生費負担

金という中の社会福祉費負担金というこ

とで、収入未済額が前年度の決算と同額だ

と思うんですが、９万７，８４５円が計上

されています。この内容について、同じ方

の未済額なのか、そのあたりをお聞きした

いのと、同じ方だとすれば、この１年間ど

ういう対応をされてこられたのかお尋ね

したいと思います。 

 ２点目ですが、決算書の１１０ページで、

午前中も議論がございましたけれども、ラ

イフサポーター業務委託料であります。先

ほどの質疑の中で、サポーター３名とか、

人数とか、訪問の回数とかお聞きしました

予算からすれば、１４０万円ほど減額にな

っているかと思いますので、その減額の中

身、理由をお尋ねしたいと思います。 

 ３番目が、決算書の同じく１１０ページ
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で、老人福祉費の中で、住宅改造費用助成

費がありまして、予算は４００万円だった

んですが、決算が８７万８，０００円で、

この執行率がかなり低いと認識をいたし

ましたので、この予算との差をどう捉まえ

ておられるのかお尋ねしたいと思います。 

 決算概要の７２ページで、社会福祉総務

費の介護予防活動促進事業があります。決

算では、約９４４万９，０００円で上がっ

ていると思います。介護予防事業では、さ

まざまなことをされていると思うんです

が、運動指導の習得状況というのですか、

指導員とかの指導等もあるかと思うです

が、資料を見てみますと、各団体への雇用

関係を促進していくとかいうこともある

かと思いますので、指導員の習得状況と、

団体の雇用状況、２６年度を終えてどうな

ったかお尋ねしたいと思います。 

 次に、高齢介護課の分ですが、決算概要

の７４ページで、目２の老人福祉費で、認

知症・介護支援事業というのがあると思い

ます。この中で、認知症サポーター養成講

座の実施があったかと思いますけれども、

実施された内容について、どういうものが

あったのかと、実施をした結果について、

どう認識をされているのかお尋ねしたい

と思います。 

 次に、保健福祉課になるかと思いますが、

決算書の３０ページ、歳入の部分なんです

が、目２民生使用料で、ちびっこ広場用地

使用料というのが書いてあります。前年度

と同額ですが、この使用料の内容、１点お

尋ねをしたいと思います。 

 次は、決算書歳入で３８ページ。午前中

もこのがん検診のことでいろいろとご議

論があったかと思いますけれども、国から

の歳入の分なんですが、がん検診の推進事

業補助金が予算に対して減っているんで

すが、受診者数のことかなと思うんですが、

確認を含めてご答弁をお願いしたいと思

います。 

 歳出ですが、決算書の１３２ページで、

これも保健福祉課になるかと思いますが、

前立腺がん検診委託料につきまして、予算

からすれば、金額からすると半分強ぐらい

までに下がったと思いますので、この理由

をお尋ねしたいと思います。 

 次に、決算概要の７０ページで、目１の

社会福祉総務費のコミュニティソーシャ

ルワーク事業というのがあります。各中学

校区に配置だったと思うんですが、決算か

らすれば、約６５０万円ほど使用したこと

になるかと思いますが、その中で、地域内

の連携とか、ネットワークづくりについて、

この決算を終えてどのように認識されて

いるのかお尋ねしたいと思います。 

 次に、障害福祉課になるかと思いますけ

れども、決算書の１１４ページでございま

す。障害者雇用補助金というのがあるかと

思います。予算では、約２００万円近く計

上されていたと思うんですが、決算では６

０万円で、事務報告を見れば、重度の方の

雇用がお一人だったと書いてあったと思

いますけれども、この辺の認識の差、予算

をこう計上したけれども、現実はこうだっ

たということで、どう捉まえておられるの

かお尋ねしたいと思います。 

 次が、生活支援課になるかと思います。

先ほどもございましたけれども、ホームレ

スの自立支援事業で、主任相談員１名、副

主任の方が１名、巡回相談員が１名と、３

名の方で、河川等々を巡回しながら、その

ときにホームレスの方がおられれば、その

後、病院関係だとか、つないでいくという

ことで言われておられました。また、相談

件数も先ほどの質疑の中でございました



- 35 - 

 

けれども、決算を終えて、この金額も踏ま

えて、この金額がほぼこの方たちの人件費

になるかと思うんですが、ほかの委託金と

か、ほかの事業も見れば、仕事の内容とか、

量によって精算したりとかいうこともあ

ったかと思うんですが、この事業が、相談

の件数がふえたりとか、減ったりとかいう

ことで、この委託金の増減がない制度なの

か、その中身を教えていただければなと思

います。 

 次は、決算概要の９０ページでございま

すけれども、生活保護の関係で、レセプト

点検事業があります。これも、予算から見

れば、執行率１００％であったかと思うん

ですが、どういう内容であったのかお尋ね

をしたいと思います。 

 決算書の歳入面ですが、環境業務課にな

ろうかと思います。３４ページであります

が、塵芥処理手数料の収入未済額が６８万

９，９４０円計上されていると思います。

前年度も約７５万円の計上があったと思

うんですが、これの内容と、これについて

どういう対応をされてこられたのかお尋

ねしたいと思います。 

 決算書の５６ページ、歳入で、資源ごみ

売却収入があると思います。予算よりも倍

近い収入に決算ではなったのかなと思い

ますけれども、この理由をお尋ねしたいな

と思います。売却の単価とか、いろいろと

変動する面があるので、単価が変動したと

いうようなこともあるかと思いますけれ

ども、全体的な内容をお尋ねしたいと思い

ます。 

 環境政策課になるかと思いますけれど

も、歳入の面で、決算書の４６ページです。

グリーンニューディール基金市町村補助

金というのがありまして、予算で５，００

０万円ほどの府からの１０分の１０の歳

入予算ではあったかと思います。決算では

３，５００万円で、これは入札額との差額

になってくるかと思うんですが、その確認

も含めてお尋ねをしたいと思います。 

 次も、環境政策課でありますけれども、

決算書の１３４ページで、自動車騒音常時

監視分析評価委託料というのが、予算では

７０万円と書いてありまして、２６年度の

決算を終えて、この分析評価の内容につい

てお尋ねをしたいと思います。これは、も

う約３年前ぐらいですか、府から市の業務

になったとか思うんですが、その評価の内

容をお尋ねしたいと思います。 

 次の産業振興課の分で、決算書の５６ペ

ージのところでございます。歳入ですが、

市民農園利用料が書いてあります。予算か

ら見れば、収入が若干ふえたと思うんです

が、その内容をお尋ねしたいと思います。 

 もう一つは、決算書の１３６ページのと

ころだと思うんですが、市民農園の設置委

託料とか、看板設置委託料、これは決算で、

確かゼロになっていたと思うんですが、多

分その執行をしなかったからと思うんで

すが、理由をお尋ねしたいと思います。 

 決算書の１４８ページ、これも産業振興

課になると思いますが、地域活性化プレミ

アム商品券交付金、決算で２，６６８万円

ほどあったかと思いますけれども、このア

ンケートをとられていたかと思うんです

が、それで市民の声がどうだったのか、そ

の認識をお尋ねしたいと思います。 

 最後になるんですが、産業振興課の分で、

先ほどもございましたけれども、企業立地

奨励金の件について、これは、３年目にな

るかと思います。件数なり、また金額なり

もふえてきていると思うんですが、決算で

は、２２件で５，７７６万３，２８１円で

あったかと思いますが、これをどう捉まえ
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ておられるのかをお尋ねしたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、五つの

質問にご答弁申し上げます。 

 まず、決算書３０ページ、９万７，８４

５円という収入未済額の件ですけれども、

これにつきましては、老人保護施設入所負

担金の収入未済額であります。前年度の決

算書に記載されているとおり、同一人物の

方のものでございます。 

 具体的には、平成２２年１０月に、同居

する娘婿から虐待を受け、警察が介入し、

母子はシェルターへ保護され、高齢者のご

本人が特養への緊急入所の措置となりま

した。翌年、所得状況から、徴収金が発生

しましたが、納付がなく、督促、催告を行

ってまいりましたが、今日に至っておりま

す。２５年度に娘とは連絡がとれなくなる

中、ご本人は他市へ転出し、他市で生活保

護を受ける状況になりました。追跡調査で

確認できたわけですけれども、そういう状

況の中で、他市の生活保護担当者と納付に

ついて相談を進めてまいりました。一定の

理解をいただいている中、翌々月にご本人

が亡くなりました。こういう経過から、他

市での生活保護の措置が解除となり、結果

といたしまして、老人保護施設入所負担金

９万７，８４５円が収入未済のまま続いて

いる状況でございます。 

 担当課としましては、今後の対応といた

しまして、本人が死亡、家族が離散、また

虐待での身元調査追跡など、非常に困難な

要件であることから、２３年度の督促の送

付日を起算日としまして、５年間の経過か

ら、２８年度を締める時点で不納欠損を検

討する考えに至りました。この処理方法に

つきましては、弁護士との相談、助言に基

づいて進めている最中でございます。 

 ２番目に、ライフサポーター業務委託料

につきまして、ライフサポーター業務委託

料が減額になっている理由についてとい

うご質問かと思います。 

 ライフサポーター事業は、社会福祉協議

会に委託いたしまして、３人の方を雇用し

ていただいて、見回り事業を行う取り組み

でございます。高齢者の見回りを進めてい

く中で、予算と実績との支払額の差分です

けれども、まず、委託事業で、経費の精算

を行う契約内容になっております。実際に

かかった人件費をもって精算する契約内

容になっており、当初、社会福祉協議会の

ほうからいただきました見積もりで契約

いたしまして、後日、事業が終わった時点

で、支給されている人件費等の実績額を頂

戴いたしまして、その差分を不用額として

納付していただくものとなっております。 

 ３番目に、決算書１１０ページ、住宅改

造費助成費の予算額４００万円と決算額

の８７万８，０００円との差をどのように

認識しているかにつきましてご答弁申し

上げます。 

 住宅改造費の助成費は、高齢者の住宅改

造を支援し、在宅で長く生活していただく

ために取り組んでいる事業でございます。

一方、介護保険給付の住宅改修も利用され

ておりまして、介護保険のほうでは、平成

２６年度に３１２件、金額で申し上げます

と２，９４２万５，９７８円を市が負担い

たしました。こういう状況の中、一般会計

で計上しております住宅改修費用助成費

は、３件で８７万８，０００円の実績にと

どまりました。しかしながら、住宅改造費

用の助成が、２１年度では４７５万２，０

００円の実績があり、２４年のときには１
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０件として２１５万８，０００円の実績が

ありました。それ以降、実績額は下がって

いるわけですけれども、予算計上するに当

たりましては、１件当たりの金額が高いこ

とから、件数の把握を読み違えると、すぐ

に予算が不足となることから、一定、２１

年度の４７５万２，０００円を参考に、４

００万円を計上していることとしており

ます。ですから、件数が少ない場合は予算

残額が多く発生することは、担当課として

も認識しているところでございます。 

 ４番目、決算概要７２ページの介護予防

活動促進事業に係ります運動指導の習得

状況と団体への雇用状況につきましてご

答弁申し上げます。 

 介護予防活動促進事業は、国の緊急雇用

創出基金を活用し、市内のＮＰＯに委託し

まして、今後、需要が拡大すると思われる

分野の介護予防についての学習をしてい

ただいて、健康を促進するための体操指導

ができる運動指導員を養成しまして、地域

の事業所等に雇用していただいて、摂津市

民の介護予防の推進に協力していただこ

うという考えの事業でございます。 

 具体的には、市内のＮＰＯに４人を雇用

していただきまして、その方に３５回の座

学の研修と実習を取り入れて、運動指導員

を養成するものです。また、事業終了後の

雇用条件につきましては、当初４名の方を

雇用していただきまして、事業終了後、そ

の４名の方のうち２名を継続して雇用し

ていただきました。雇用率が５０％となっ

たことになります。この基金事業の目標と

される雇用率が５０％と決められている

ことから、本市としましては、目標を達成

できたものと考えております。 

 五つ目、決算概要７４ページ、認知症・

介護支援事業にかかわります認知症サポ

ーター養成講座の開催の内容と市の認識

についてのご答弁です。 

 認知症サポーター養成講座は、認知症を

正しく理解していただいて、認知症の方や

家族を温かく見守る応援者になっていた

だこうという目的を持った事業でござい

ます。特に、サポーターとして活動してい

ただく事業ではありません。 

 養成講座につきましては、基本的に年４

回の認知症サポーター養成講座を行って

おりますので、講座内容については、認知

症についての基礎的な話し方や認知症の

方との接し方、また認知症の予防について

の講座を開催しております。 

 市の認識としましては、講座終了後のア

ンケート調査によりまして、認知症の実態

がわかった、勉強になった、話し方が少し

身についたなどの感想をいただいており

ます。認知症を理解していただく普及が

徐々に広まってきているものと、担当課と

しては認識しているところでございます。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わりますご質問にご答弁させていただき

ます。 

 まず、１点目でございます。決算書３０

ページ、ちびっこ広場用地使用料について

でございます。 

 本使用料につきましては、千里丘東４丁

目ちびっこ広場におきまして、ガス管を埋

設しております。その占用使用料となって

ございます。 

 それと、もう１点、決算概要７０ページ、

コミュニティソーシャルワーカー事業に

ついてでございます。決算の状況を見て、

地域内の連携、ネットワークづくりの内容

と認識についてお答えさせていただきま

す。 
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 まず、地域内のネットワークづくりにつ

きましては、摂津市内の五つの中学地区に

地区民生児童委員協議会があるんですけ

れども、その会議等に出させていただいて、

民生委員から、福祉にかかわるお困りごと

等をお聞きして、福祉の制度等につなげる

というような形でのネットワークをとら

せていただいております。 

 そのほかには、旧１２の各小学校区で、

校区福祉委員会の活動を行なっていただ

いております。そこのサロン活動にご参加

させていただきまして、ここでもボランテ

ィアの方々等から、地域の困りごとをお聞

かせいただく。または、高齢者の方がサロ

ン活動にご参加いただいてますので、直接

の課題をいただくというような活動で、連

携をとらせていただいております。 

 そのほかに、２６年度におきましては、 

庄屋町会で要援護者台帳、要援護者の支援

の制度の検討がありまして、この部分につ

きましても、防災管財課、本課のコミュニ

ティソーシャルワーカーが出させていた

だいて、一緒に地域の新たな災害時の要援

護者の救助のシステムを検討させていた

だいて、構築させていただくという形にな

ってございます。 

 ネットワークづくりでございますが、こ

れは庁内になりますが、現在、福祉の課題

というのは、例えば、ＤＶだけじゃなくて、

そこには健康問題であるとか、経済的な問

題、重層的に福祉の課題が重なっている部

分がございます。これは、一つの課じゃな

くて、複数の課にまたがって検討をする必

要がございますので、これは個々の課が集

まって、そのコーディネート役としてコミ

ュニティソーシャルワーカーに活躍いた

だいているというような状況になってご

ざいます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は、保健福祉課に係ります２点のご質問に

お答えいたします。 

 １点目は、決算書の３８ページ、がん検

診推進事業補助金の減額についてです。 

 がん検診推進事業の補助金につきまし

ては、子宮がん検診については２０歳、乳

がん検診については４０歳の節目となる

方の検診費用や、それに係ります経費につ

いて補助があるものです。当初の見込み人

数よりも受診者がそれぞれ少なくなった

ために、補助額が減少したものとなってお

ります。 

 続きまして、決算書の１３２ページ、前

立腺がん検診委託料の減額についてです。 

 前立腺がんの検診については、保健セン

ターで実施する集団検診と、個別医療機関

で実施する個別検診があります。この委託

料については、個別検診の委託料となって

おります。当初、２５年度については、２

０６名の受診者がありまして、予算の段階

では３００名を計上しておりましたが、結

果的には１０％の増加、２２９名と、受診

者が少なかったため、委託料についても執

行額が低くなっております。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田障害福祉課長 それでは、障害福祉

課に係るご質問についてご答弁させてい

ただきます。 

 歳入歳出決算書１１４ページの障害者

雇用補助金についてですけれども、決算と

してはお一人分で、予算との違いについて

どのような認識をしているのかというこ

となんですが、障害者の雇用助成金という

制度は、市内在住の障害のある方をハロー

ワーク等の紹介で常用雇用した事業主に

関して補助をする制度なんですけれど、そ
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の前に、国の特定求職者雇用開発助成金と

いう、同じような国の制度がございまして、

その支給を受けて、その支給を満了した方

に関して、継続して事業主が障害当事者を

お雇いになられた場合、市として助成する

制度で、事業主としては３００人以下のと

ころを対象にしておる制度なんですけれ

ど、助成額に関しましては、重度の方に対

しては月額５万円を２年間、軽度の方に関

しては、月額３万５，０００円を１年間な

んですが、国の特定求職者雇用開発助成金

の決定というのは、ハローワークがしてお

りまして、市では全くその対象者の方がわ

からないということで、ハローワークは、

この対象者の方に関しては一切教えてい

ただけないというような状況になってお

ります。それゆえに市は、この制度に関し

て、ハローワークに雇用助成金の制度があ

りますよと案内を送らせていただいたり

とか、市の窓口等にも置かせていただいた

りはしておるですけれども、なかなか実情

として、その対象者の方を把握しづらくて、

予算としては一定とらせていただいてい

るんですけれども、実際、申請に至るケー

スが違ってくるというような状況で、予算

と決算との違いが出てきておるという状

況になっております。 

 このように、就職している障害ある方の

支援に関しましては、雇用主に対しての助

成金という方法もあるんですけれども、就

業・生活支援センターという就職を支援し

ている事業も所管しておりまして、その中

で、定着支援ということで、就職された方

の支援も一定割合させていただいており

ますので、この制度だけではなくて、就職

されている障害のある方に関しましては、

別な方法でも支援させていただいている

ということで、事業としては考えておると

いう状況でございます。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算概要７２ペ

ージ、ホームレス自立支援事業の効果と委

託料の金額についてお答えします。 

 過去より、本事業は実施しており、多く

のホームレスの方が脱却しております。具

体的な数字では、本市の場合、平成１９年

度において、３８名のホームレスの方を確

認しておりましたが、平成２６年度末には

１０名となっております。 

 次に、委託料の金額面でございますが、

委員がご指摘のとおり、ほとんどが人件費

に係る金額でございます。当該事業につき

ましては、平成１６年度から実施しており

ますが、従前は大阪府下、大阪市内を除い

て、北摂地域、北河内、それと中河内と泉

北泉南の４ブロックに分けていましたが、

平成２６年度から、ホームレスの減少に伴

い、北摂と北河内で北部ブロック、中河内

と泉北泉南で南部ブロックと市域の統合

をしております。ただ、そのときに、地域

を総合するだけでは事業の後退になって

しまいますので、新たに副主任相談員を追

加して、体制を強化して、広範囲でありま

すが、より効率的に、必要なところには集

中的に事業が展開できるような体制をと

っております。 

 次に、決算の概要９０ページのレセプト

点検事業でございます。 

 当該事業につきましては、当初予算で４

２万２，０００円を計上しておりましたが、

平成２６年度におきましては、医療扶助が

想定以上に増大して、レセプト件数もふえ

たことにより、当初予算額で賄い切れなく

なり、年度中に３万８，８６９円を流用さ

せていただきまして、執行率は１００％と

いう状況になっております。 
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 具体的な内容でございますが、昨年度の

レセプト点検の状況としまして、資格点検

で３万４，３４８件、内容点検で３万１，

７２１件で、過誤調整額は、資格審査で１

４９件、１，４４５万５，５４２円、内容

点検で３８８件、２７４万７，０３１円で

ございます。これらの金額につきましては、

生活保護の医療費を管理しています社会

保険診療報酬支払基金に返戻しておりま

す。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは、私から

は、環境業務課に係ります２点の質問に対

してお答えしたいと思います。 

 まず、決算書３４ページ、塵芥処理手数

料の収入未済額についてお答えしたいと

思います。 

 塵芥処理手数料のうちの収入未済額が

発生しておりますのは、２段目の一般廃棄

物収集運搬処分手数料でございます。この

分について、私ども環境業務課が所管して

おります。この分につきましては、引っ越

しであるとか、家の整理をされたときに、

多くのごみが発生する場合がございます。

そのときに、私どもが臨時ごみとして収集

させていただいて、処理をさせていただい

ている分でございます。その計算方法につ

いては、１０キロごとに１８０円を掛けま

して処分手数料を計算させていただいて

おります。 

 その徴収方法ですけれども、計ってから

の請求ということになりますので、まず本

人が当日おられる場合には、当日、集金に

すぐに行かせてもらって、できる限りその

場で完結させていただくとさせていただ

いているところでございます。ただ、やは

り、ごみだけとっておいてくれと言われる

こともありますので、その分につきまして

は後日、計った分量に応じて、納付書を送

らせていただいているというところでご

ざいます。その分につきまして、どうして

もご本人に会えないで、納付書を送るとい

う状況の中で、収入未済額が発生している

というところでございます。 

 この対応につきましてですけれども、ま

ずは、私どもとしましては、納付書で督促

とか、催告とか、そういうことでまずはさ

せていただいてます。あと、それでも入ら

ないという場合には、近くでしたら現地に

赴くであるとか、電話で連絡させていただ

くとかいう形で納付の勧奨を行って、でき

る限り、未済額を減らすようにしていると

ころでございます。 

 それと、２点目の決算書５６ページの資

源ごみの関係でございます。予算とかなり

乖離しているというご質問であったかと

思います。 

 予算編成をさせていただくときには、そ

のときの売却単価を参考にして予算を構

築させてもらっているのがまず１点ござ

います。先ほど委員からのご指摘もあった

ところなんですけれども、この差が発生す

る要因として、１番大きな要因としまして

は、売却単価、これがかなり予想と反して

いたということでございます。もう一つの

要因としましては、その売却量です。これ

についても要因としてはあるんですけれ

ども、これにつきましては、２５年度と２

６年度を比較しましても、大差ない量で推

移しております。その中で、若干内容に移

らせていただきたいんですけれども、かな

り細かく売却しておりまして、瓶で５種類、

あと、アルミ缶であるとか、スチール缶、

それとスチールがら、あと新聞、雑誌、段

ボール、それと古着であるとか、牛乳パッ

ク、あとはペットボトルとか、そういうよ
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うな形で、かなり細かく分けて契約させて

もらって、できるだけ有利なように売却し

ているところでございます。 

 単価自体は数円であるとか、多くて７０

円程度の契約額になっております。その中

で、円単位で変わりますと、かなり、予算

見積もりと実際の決算額が異なってくる

という状況で、これはそのときの相場でか

なり変わってくるという状況でございま

すので、予算の時期には翌年度のことがな

かなか見込めないという状況の中で、２６

年度につきましては、かなり結果的にはよ

かったという状況になっている次第でご

ざいます。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 環境政策課に係る

２点のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、決算書４６ページ、グリーンニュ

ーディール基金市町村補助金につきまし

ては、国の再生可能エネルギー等導入推進

基金、いわゆるグリーンニューディール基

金に基づく、大阪府再生可能エネルギー等

導入推進基金を活用したものでございま

す。２６年度に、子育て総合支援センター

の遊戯室に、蓄電池を含む太陽光発電設備

を導入し、コミュニティプラザに、既存の

太陽光発電装置の太陽光パネルを利用し

た形で蓄電池を導入いたしました。 

 当初予算額との乖離につきましては、子

育て総合支援センター遊戯室につきまし

ては、入札に伴う差金でございます。コミ

ュニティプラザにつきましては、見積時の

概算設計と詳細設計を行った際に乖離が

出たものを、さらにそこに入札に伴う差金

が加わったという形で乖離が出たもので

ございます。 

 続きまして、決算書１３４ページ、自動

車騒音の常時監視につきましてですが、こ

の業務につきましては、地方分権一括法に

基づき、大阪府が所管しておりました事務

が、２４年度から市の自治事務として権限

移譲されたものでございます。 

 常時監視の対象路線につきましては、市

内の中央環状線、大阪高槻線等の主要幹線

道路９路線が評価対象の道路となってお

りまして、その道路のうち３路線につきま

して、２４時間の実測を行っております。

その他の６路線につきましては、既存の交

通センサス、もしくは隣接の他市の測定デ

ータを利用することで、騒音レベルを推定

し、国の解析用のプログラムを利用し、評

価しております。 

 評価方法につきましては、沿線の住宅戸

別に評価をしておりまして、平成２６年度

につきましては、約９６％の環境基準のク

リアといった状況になっております。 

○上村高義委員長 林局長。 

○林農業委員会事務局長 産業振興課農

政にかかわるご質問にお答えいたします。 

 決算書の歳入５６ページ、雑収入、市民

農園利用料の増の理由でございますが、通

常の市民農園の５月から利用開始された

部分の増と、それから、新たに市民農園の

形として開設しました体験型市民農園の

受講料６万８，０００円を含めたものが増

額となっております。 

 それから、決算概要１０６ページの花と

みどりの景観事業看板設置委託料の決算

額ゼロと、それから、市民農園設置委託料

の支出ゼロにつきましては、実際には、看

板等、新規の部分がありませんでしたので

執行しておりません。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、産業振

興課に係りますご質問にお答えさせてい
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ただきます。 

 まず、プレミアム商品券の件でございま

すが、市民の声がどうだったのかというよ

うなことでございますが、この事業につき

ましては、２６年度については、今までの

５，５００円を１万セットのところ、５，

０００セットを販売させていただきまし

た。それぞれの販売日に即完売ということ

からも、いずれも人気があると理解してお

ります。また、前年度はアンケート等がと

れていないんですけれども、助かる、よか

ったというようなご意見が多いと聞いて

おります。 

 続きまして、企業立地の分ですけれども、

この分も２３年度から受け付けをしまし

て、２４年度から実際の奨励金交付となっ

ております。今までの実績を申し上げてお

きますと、２４年度につきましては３社、

３件、１，３６４万５８８円、２５年度が

１１社、１３件の５，０６４万６，７０５

円、２６年度実績としまして１６社、２２

件の５，７７６万３，２８１円と、決算と

してはなっております。 

 この分をどう見るかでございますけれ

ども、市内の事業所が新たに設備投資をさ

れる、また、市外から新規企業が進出する

ことにつきましては、市内の雇用について

も、メリットがあると思いますし、また、

そこに働かれる人がふえれば、摂津市内に

来られる方もふえる、また周辺もにぎわう

という効果もあると思います。反対に、こ

の制度がなく、やむなく摂津市内から転出

ということになれば、今までの固定資産税

でありますとか、場合によっては市民税等

もなくなることにもなりますので、それが

この事業の効果といいますか、これだけ摂

津市内で事業投資をしていただいたとい

うことで、一定効果というものが認められ

ると担当としては考えております。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 高齢介護課の分で、収入未済額の分、先

ほど言われた現状というか、事情というか、

お話を聞いたんですが、税金もそうだと思

うんですけれども、そこの世帯主に請求す

ることが基本的なことなのかなと思うん

で、例えば、そのご家族の方とか、ご子息

の方が払うよと言っていただければ、それ

でありがたいと思うんですが、先ほど、平

成２８年度で不納欠損というようなこと

も言われておられましたので、変な言い方

ですが、とれないという判断をすれば、こ

ういう処理を早くすることも一つなのか

なと。こんなことを言ったら怒られますけ

れども、郵便代も発生するとか、いろいろ

と諸経費も発生するかと思うので、どこか

で見切りというか、しっかり線引きをして、

それなりの処理をしたほうがいいのでは

ないのかなという思いも一方ではありま

す。またその一方で、使ったものは使った

ものとして、しっかりと請求し続けるとい

うことも必要だと思うので、その判断を、

なるべく早くしていただければと思いま

す。これは要望としておきます。お願いし

ます。 

 ２番目のライフサポーターの件でござ

います。 

 午前中からの質疑で考えて、単純に対象

者と訪問の件数からすれば、年に６回ぐら

いになるのかなと思うのですが、異変の掌

握についてお尋ねをしたいと思います。 

 私も、直接ご近隣の方からお聞きをした

ことですけれども、前日の夕方には、どん

な夕ご飯にしようかなというお話をして

おられた方が、朝、亡くなっておられたの
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ですけれども、それを発見したのが、近所

の方が、きょうはおばちゃんのとこ、ごみ

が出ていないけど、どうしたんということ

で訪問されて、それで初めてわかったとい

う、そんな事例もあったとお聞きをしてお

りますので、近隣とのコンタクトをしっか

りとっていくとか、情報を入れていくとか

いうことも必要かと思うのですが、掌握の

仕方をお尋ねしたいと思います。 

 住宅改造の件でございます。 

 平成２６年は３件で、そのほかといえば、

この介護保険からの事業もありますよと

いうことだったと思うのですが、５次行革

との絡みもあるかもしれませんが、事業を

どっちか一方でやっていくとか、ある面で

は必要ではないのかなと思います。 

 同じ事業なのに、こっちの財布から出し

て、また、こっちの財布から出すこともあ

るかと思うのですが、事業内容をまた精査

していただいて、しっかりと事業として、

この住宅改造をやっていくというのを、明

確にしたほうがいいのかなと思います。こ

れも、平成２８年度に向けて検討していた

だければなと思いますので、要望としてお

きたいと思います。 

 介護予防の事業促進の件であります。 

 雇用の面でも目標の５０％を達成した

よということですが、やはり、目標は目標

として、４名の方が指導員として受講され

たということであれば、この４名の方が、

そのままどこかの団体に雇用されるとい

うのが、ベストかなと思うので、雇用のこ

ととか、介護予防促進という面もあるので、

この辺はしっかりと平成２８年度は取り

組んでいただきたいと思いますので、これ

も要望としておきたいと思います。 

 認知症・介護支援事業の件でございます。 

 接し方とか予防のことということで、講

演会を開催したということでございまし

たけれども、例えば、自分が認知症の予備

軍になるかどうかとか、検査するシステム

というのがあるそうなのですけれども、そ

れが、ある市では、自分の行政のホームペ

ージに立ち上げて、そこで認知症チェッカ

ーというシステムを使って、自分が簡単に

認知症であるかどうかとか確認ができる

こともあるそうでございますので、そうい

う意味では、ホームページであれば自宅で

できますし、利便性もあると思うので、こ

の辺の導入についても、今後、検討してい

ただければと思います。 

 介護なり認知というのは、なかなか発見

しづらい面もあるかと思いますし、これか

ら、人数的にもふえてくると思うので、こ

ういうシステム等を使いながら、本人に少

し認識をしていただくとか、家族の理解を

深めていくとかもあるかと思うので、また

検討していただければと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 次のちびっこ広場の件でございます。 

 この占用料というのは、ずっと発生して

いるというようなことかと思うのですが、

ちびっこ広場、市内でも各自治会等々でも

管理していただいていると思うのですけ

れども、その管理のやりとりをするところ

が、公園みどり課なんです。 

 ですので、これが民生常任委員会の所管

で本当にいいのかなと私は思うので、児童

福祉法からきているから、民生常任委員会

の所管になっていると思うのですが、その

辺のことを、議論していっていただいて、

どの所管でやっていくのがいいのかも含

めて、検討していただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 同じちびっこ広場でも、整備はこっちの

課、あとの管理なり、各自治会や地域との
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やりとりはこっちの課とかいうことが、よ

くないかと思うので、調整していただけれ

ばなと思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

 もう一回、がん検診の件でございます。 

 先ほど、答弁でございましたけれども、

子宮がんで２０歳とか、乳がんでも４０歳

の方が助成をしていっていただけるとい

うことで、ありがたいなと思うのですけれ

ども、先日の新聞か何かだったと思うので

すが、この前も芸能界の方のニュースがご

ざいましたけれども、全国的に見れば、こ

の乳がん検診をやらなければいけないと

いう認識をされている方が、約９０％近く

おられるということなのですが、逆に、２

０歳代、３０歳代、４０歳代の方にお聞き

をすると、今まで１回も受診をしたことが

ないという方が、半数近くおられるという

こともあると言われておりまして、受診を

したという方は、二十数％というようなア

ンケートも出ていましたので、摂津市も、

そんなに大きな乖離はないかとは思うの

ですが、やはり、健康という面では、女性

の方の乳がんというものも、数十年前から

すれば、２０人に１人だったのが、今では

１０人に１人、全国的になっていると思う

ので、しっかりと受診をしていただけるよ

うな取り組みをお願いしたいなと思いま

す。 

 それと別項目で、前立腺がんのことも質

問もしましたけれども、これと同じように、

受診率を高めていっていただけるような

取り組みなり周知、受診の場所とか、曜日

とか、それもしっかりと検討していってい

ただきながら、受診の勧奨を進めていって

いただければと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 ＣＳＷの件でございますけれども、私も

いろいろと相談にいったりとかするので

すが、私個人的には本当によくやっていた

だいているなと思うのです。 

 相談された方も、いろいろと詳しく説明

していただいたと、いい返事もいただいて

おりますので、そういう意味では、これか

らもしっかりと地域との連携を深めてい

ただきながら、また、民生委員とも連携も

行っていただきながら、事業を進めていく

べきと思うので、今、お二人だったと思う

のですが、人数の件もあると思うのですけ

ども、今後もしっかりと活動をふやすこと

も必要なのかなと思うので、お金の絡みも

ありますから、しっかりと検討していただ

ければなと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 障害者雇用の件でございます。 

 ハローワークで直接やっているからと

いうことだと思うのですが、これも例えば、

産業振興課と一緒に連携をしていきなが

ら、障害者の方の雇用をふやす取り組みも、

今後進めていっていただければと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 ホームレスの件でございますけれども、

ホームレスの方も、しっかりと命を守って

いくというか、そういうことも必要だと思

うので、これから、どこが事務局になって

いくかということがあるかと思うのです

が、しっかりと、これも取り組みをお願い

をしたいと思います。また、このホームレ

スになった方に対して、いろんな取り組み

なり、医療機関につなげていくということ

もやっていきながら、自立支援というのは、

一番の目標だと思いますので、その自立支

援となるように、しっかりと、とことん手

を添えていっていただければなと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 生活支援課の分で、レセプト点検の分で
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あります。 

 数字でのご報告もいただきましたけれ

ども、例えば、レセプトを見て、これは少

し過剰じゃないのかということが、ないこ

とに越したことはないのですけれども、現

実にそういうことがあれば、どういった形

で指導をするのか、お聞きしたいなと思い

ます。 

 環境業務課の収入未済額の件でありま

す。 

 この金額でいけば６０トンぐらいにな

るのでしょうか、かなり大きな数字なのか

なと思うので、お金を後からというのでは

なくて、先にもらってから、処分していく

システムというか、制度上も今後、検討し

ていかなくてはいけないのではないのか

と思いますので、これが収入未済額になら

ないようにお願いをしたいなと思います。 

 資源ごみの件でございます。 

 収入がふえたということは、本当にいい

ことだと思いますし、単価といえばそれま

でですけど、職員もそこそこ頑張っていた

だいているのではないかと思います。 

 これもちょっと聞いた話なのですけれ

ども、資源ごみを出す日に限って自転車で

来られる方も見受けられるのです。収集と

いったらおかしいですけれども、そういう

方と地元の方で、けんかではないけどやり

とりがあったというのを、ちょっとお聞き

をしているのですが、そういうことになら

ないように、条例をつくったらどうかとい

う話もあるのですけれども、それはそうと

して、そういういざこざにならないように、

地元と資源ごみを出す場合の説明とか、い

ろいろとやっていっていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 グリーンニューディールの件は、確認が

わかりました。これからもお願いをしたい

なと思います。 

 自動車騒音の件ですが、今、この分析評

価を、府とか国とかにされると思いますけ

れども、その結果を見て、市としてどうす

るか、対策を何か打たなくてはいけないと

か出てくるのではないのかなとは思うの

ですが、そういう面で、市としてその結果

を見て、いろいろと対策を検討していって

いただくようにお願いをしたいなと思い

ます。要望としておきます。 

 市民農園の件であります。 

 新たな体験型市民農園ができたという

ことであったと思うのですが、開設状況を

お尋ねをしたいなと思います。 

 産業振興課の市民農園の設置委託料と

か、看板設置料についてはわかりました。 

 今後また、私もそうですが、この市民農

園を個人でやっていきたいとかあります

ので、検討してほしいと思います。 

 消費生活の関係も、平成２４年度に作成

されたなす丸くん、ご無沙汰をしていると

ころもあるかとは思うのですが、来月には、

また、お目見えするような事業もあると思

うので、こういうキャラクターを使ってい

きながら、消費をしっかりとやっていくと

いうことで、市民農園をさらに広げていっ

ていただけるように、お願いをしたいなと

思います。 

 プレミアム商品券の件であります。 

 やっていくときには、今年度まで、今年

度までという形で７回目になるのですが、

やっていっていただいていて、先ほどアン

ケートにもありましたように、やっぱり市

民の方に喜ばれていると私も思いますし、

アンケートでの結果ということも言われ

ていたので、これはまた、来年度、しっか

りとこの意見を踏まえて、前向きな予算措

置をお願いしたいなと思いますので、これ
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も要望としておきたいと思います。 

 産業振興課の企業立地の分でございま

す。 

 年々実績もふえてきていると思うので

すが、摂津市の条例でいけば、平成２８年

度末で終わりということになっているか

と思います。 

 今後、平成３０年度に国立循環器病研究

センターの関係があるかと思いますので、

この条例をどうするのか、今後の動向をお

尋ねしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、２点の

ご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目、ライフサポーターの訪問

頻度と異変の把握の内容につきましての

ご質問ですけれども、ライフサポーターは、

訪問面談の上、対象者の状況を勘案しなが

ら、訪問頻度を４つのランクに分けまして、

１か月から年１回の範囲で設定いたしま

す。 

 何か課題が発生した折には、必要に応じ

て間隔を短縮しまして、複数回の訪問を行

うものであります。 

 次に、異変の把握につきましては、ライ

フサポーターが訪問し、郵便物がたまって

いる、回覧板がそのまま、急に顔を見ない、

異臭がするなどを含めて、いろいろな気に

なることがあった場合には、関係機関、地

域包括支援センター、民生児童委員、自治

会長、ケアマネジャーに連絡の上、改めて

市に報告をいただくこととなっておりま

す。 

 実際にあった例といたしまして、ライフ

サポーターが訪問し、ポストに回覧板が入

っていました。 

 留守で出られないので、時間を改めてま

た訪問すると、回覧版はそのままポストに

入ったままでありました。 

 ふだん、この方はまめに取り込む高齢者

ということをライフサポーターが認識し

ておりましたので、ご近所や自治会長に聞

き取るも把握ができなかった、こうしたこ

とから市に連絡が入りまして、職員が現地

に赴き、状況の確認を図り、安否の確認が

できませんでした。 

 そういう中、市は緊急事態の可能性があ

るとして、警察、消防に連絡し、自宅内に

突入いたしました。 

 突入いたしますと、衰弱した高齢者がお

られましたので、緊急搬送したという例で

ございます。 

 このように、ライフサポーターの連絡に

より、行った分が平成２６年度で３件あり

ます。 

 次に、決算概要７４ページの認知症・介

護支援事業に係りますご質問ですけれど

も、市のホームページで、家族の方やご本

人が、簡単に検査できる認知症チェッカー

等の活用はどうかというご提案につきま

して、ご答弁申し上げます。 

 認知症につきましては、症状がうつの病

気であったり、別の疾患であったりとか、

判断しにくいところがあることから、認知

症か否かの検査につきましては、本来は医

療的な診断を受けていただく必要があり

ます。 

 しかしながら、家族やご本人が、何らか

の不安を抱えており、医療機関に認知症の

相談をするか悩んでいるところに、簡易な

チェックを行いたいという要望がありま

すので、そういう部分では、市のホームペ

ージに掲載しまして、簡易的にチェックで

きることにつきましても、介護予防の観点

からは、一定、認識できるところがありま
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して、他市の情報の収集を進めながら、検

討してまいりたいと認識しております。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算概要９０ペ

ージ、レセプト点検における指導状況につ

いてお答えします。 

 過剰診療などの対応ですが、医療機関等

につきましては、先ほど、ご答弁をさせて

いただきましたとおり、社会保険診療報酬

支払基金にレセプトを返戻しております。 

 被保護者側への対応につきましては、レ

セプト管理システムを利用いたしまして、

個別に利用者のレセプトから、重複受診や、

頻回受診の状況をチェックしております。 

 その中で、過剰診療などが疑われるよう

な状況にある場合につきましては、必要に

応じて、医療担当より、地区担当のケース

ワーカーに情報提供をして、被保護者の具

体的な状況等を確認した上で、助言や指導

を進めております。 

○上村高義委員長 林局長。 

○林農業委員会事務局長 新たに開設し

ました体験型市民農園の概要について、ご

説明申し上げます。 

 この体験型市民農園は、農作業の経験の

ほとんどない小学生以下の子どもをお持

ちの家族、それから、高齢者と一緒にお住

まいの家族を対象にした指導付の農園と

いう形で始めさせていただきました。 

 ２人で受講料８，０００円、子どもが５

００円という形でやっておりますので、親

と子どもが２人の場合は８，０００円かか

ってしまうのですが、両親と子どもとか、

お年寄りと親と子ども、３人であれば８，

５００円という形で、料金体系をしており

ます。 

 年間１８回を開催しておりまして、うね

たてから、種まき、それから、除草、成長

を見ていただいた後、収穫していただく。 

 収穫の時期で春夏野菜は、夏に収穫祭、

秋冬野菜は、冬に収穫祭という形で、２回

収穫祭をやって、実際に自分たちが育てた

野菜を食べていただく、子どもたちにとっ

ても、自分たちが育てた分ですから、食育

にもなるという形でさせていただいてお

ります。 

 指導については、１８回ですから、月の

うち、大体２回、土曜日もしくは日曜日に

開催しておりますので、その間の水やりと

か、農園の管理については、指導先に委託

して、年間を通じて、農園の管理、それか

ら、実際に作業の指導をＮＰＯ法人に委託

してやっております。 

 最終的に、アンケートもとっていただい

て、実際にスーパーで買って食べているけ

れども、その間の過程がわからなくて勉強

になったとか、それから、実際にお漬け物

とか、みそづくりもやっておりますので、

そういう勉強にもなったというような、喜

んでいただいている答えが返ってきてお

ります。 

 ただ、そこを卒業された方が、次に自分

たちでやりたいなという部分を、これから

考えていかないといけないなとは思って

おります。 

 それから、市民農園の拡大でも、団体貸

しではなく、個人でやりたいという意見が、

かなりたくさんあるのですが、今、借りて

いる市民農園では、かなり小さな区画割に

しないとできない。 

 もう一つは、今、借りておられる団体が、

もうずっと長くやっておられるようなこ

ともありまして、どこかで区切りはつけな

いといけないなとは思っているのですが、

新たにつくっていただけるところで、個人

貸しができるような、小さな区画割ができ
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るような場所があれば、その農園を開設す

るための補助とかを、ほかの部分の補助金

をシフトして考えていきたいなと思って

おります。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 決算書１５０ペ

ージ、企業立地奨励金についてのご質問に

お答えいたします。 

 今、委員がご指摘のように、この制度に

つきましては、平成２８年度末、平成２９

年３月末で終了という条例になっており

ます。 

 今、お話があったように、平成３０年度

には、国立循環器病研究センターが移転し

てきまして、その隣接地に、企業誘致の方

向が決まっております。 

 そういった中で、この企業立地奨励金制

度をどうしていくのかということでござ

いますけれども、これまでの実績を踏まえ

まして、先ほど、増永委員からもご提案あ

りましたように、十分、これまでの課題等

を検証しながら、この今の制度を延長して

いくのか、あるいは、制度を改正したり、

また、新たな制度としてやっていくのかと

いうところを、現在、検討しているところ

でございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 最後は要望だけという

ことでさせていただきたいと思います。 

 ライフサポーターの件は、しっかりと取

り組みを進めていっていただければと思

いますし、最近、どうしてもお一人の方が

お亡くなりになるというのも聞きますの

で、そういう意味では、何かネットワーク

的な孤立防止のシステムを取り組んでい

ただくというか、検討していっていただけ

ればなと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 生活支援課のレセプトの件です。 

 医療過剰といったら怒られますけれど

も、ご本人の病状とか、その辺をしっかり

と把握していただける体制づくりという

のですか、それも必要かと思うので、しっ

かりと適正な医療となるように、お願いを

したいなと思います。 

 生活保護の方の医療費というのは、保護

費からであるかと思うので、しっかりと研

究も充実していって、過剰とならないよう

な、適正なレセプトになるように、お願い

をしたいなと思います。 

 市民農園のことでございまして、１８回

開催したということも言われておりまし

た。 

 これは、多くの世代が一緒に土に取り組

むということが、必要なことなんだろうな

と思います。 

 私も、小さいころから農業に携わってき

た関係もあって、皆さんに負けないような

農業への思いというのもあります。また、

農業をやっていきたいなという思いがあ

ったので、農業の大型機械の免許も取った

りとかして、親の助けではないけど、農業

を少しやろうかなという思いもあったの

で、そういう意味では、土に取り組むとい

うことは、本当に健康にも重要なことだと

思うので、介護予防にもなっていくと思う

ので、その辺も踏まえて、この農業を進め

ていっていただければな思いますので、お

願いをいたします。 

 最後、企業立地奨励金の件でございます。 

 これは、午前中からもありましたように、

大企業の６０％で、中小が４０％ぐらいの

割合だというお話もございました。 

 やはり、２分の１の奨励金ということな

ので、単純に言えば、同じ金額を企業が入

っていただければ、固定資産税として摂津



- 49 - 

 

市にも入ってくるということもあるので、

摂津市として、収入増を図っていくような

施策を取り組んでいかなければいけない

と思いますし、また、摂津市で、この数年

で一番大きな国立循環器病研究センター

の移転という一つのプロジェクトがある

ので、その辺も踏まえて、この条例を、ま

た、平成３０年、３１年、３２年、３３年

とか３４年とか、伸ばしていって、摂津市

に企業が入っていただくということは、収

入面でもいいことだと思うし、そこで、摂

津市の方の雇用もさらに生まれてくると

いうこともあるかと思うので、この辺はし

っかりと進めていくということは必要だ

と思うので、しっかりと前向きに取り組ん

でいっていただければと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後３時 ６分 休憩） 

（午後３時２７分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、歳入に関しては

決算書で、歳出に関しては決算概要で質問

をさせていただきたいと思います。 

 まず、決算書。歳入ですけれども、３

３ページで斎場使用料と葬儀会館使用料

というのがありますけれども、予算で

は、斎場使用料は１，００８万円だった

と思うんです。それが、決算では１，３

７４万円ということで、葬儀会館の使用

料は、予算が２，９３４万円で、決算の

ほうが２，８７５万円ということで、反

対に減っております。件数とかを教えて

いただきたいと思います。 

 続いて、４１ページ。国民年金事務委託

金です。予算では１，６４９万７，０００

円だったんですけれども、決算では２，４

２７万円になっております。この点を教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、５１ページ。土地売払収入の、

高齢介護課の３億８，０００万円ですけれ

ども、経緯は議会等でずっと質問をさせて

いただいておりますので、私もよく把握を

しております。もう一度改めて、担当から、

経緯をご説明いただきたいと思います。 

 続いて、５７ページですけれども。資源

ごみの売却収入、先ほども村上委員が質問

をされておりましたけれども、この中で集

団回収ですね、団体と事業所がありますけ

れども、この各団体への補助金、それと事

業所への補助金は、幾らになっているのか。

キロ当たり幾らなのかとか。その中身を教

えていただきたいと思います。 

 続いて歳出のほうですけれども。概要の

５２ページですけれども。都市交流事業で

す。市外宿泊施設利用補助金ですけれども、

執行率が３６．４％になっております。利

用されてないから、この執行率になってい

ると思うんですけども、この執行率はどの

ように考えておられるのか、お聞きしたい

と思います。 

 続いて、同じく５２ページ。ＬＥＤ防犯

灯等防犯推進事業ですけれども、以前は、

自治会で管理運営をしていただいていた

この防犯灯がＬＥＤにかわりまして、以前

と比べて、どのように費用的な部分では変

化をしてるのか。運営修理の対応等はどう

いう対応をされてるのか、お聞きをしたい

と思います。 

 続いてですが、５４ページですけれども。

防犯カメラ設置事業ですけれども。平成２

６年では、このカメラは何台設置をされて、

総台数は何台になったのか、お聞きしたい
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と思います。 

 続いて、５６ページ。摂津まつり振興会

補助事業ですけれども。摂津まつり開催に

当たりまして、まつり振興会、ここに補助

金を出されておりますけれども、摂津まつ

り、近年見ていますと、店舗の出店が年々

減少しているように思います。その点、ま

つり振興会への対応といいますか、どうさ

れているのか、お聞きをしたいと思います。 

 続いて、同じく５６ページですけれども。

一般事務事業の、町美用ごみ袋自治会配達

委託料です。実際、町美には、自治会の中

のどの程度が、町美をされているのか、お

聞きしたいと思います。 

 続いてですが、５６ページ。コミュニテ

ィプラザ管理運営事業ですけれども、保健

センターの横に駐車場がありますけれど

も、稼働率といいますか、実際にどの程度

の駐車台数が毎日とめられているのか、中

身を教えていただけたらと思います。 

 続いて、６２ページですけれども。市民

課の窓口業務の管理事業です。６４ページ

にかけてですけれども、先ほども質問があ

りましたけれども、検証ということですけ

れども、委託と以前にされていた直営でさ

れてたときとの変化といいますか、改めて

お聞きをしたいと思います。 

 続いて、７０ページ。災害時要援護者支

援事業ですけれども、これは、災害時の要

援護者の名簿を作成されておられます。実

際、本人の同意を得て、名簿の作成をされ

ておられて、各自治会でも名簿を作成され

たり、されてなかったりという自治会があ

りますけれども、自治会で名簿を作成され

ているところに関しましては、要援護者の

この名簿が、本人の同意が少なくて、自治

会で把握をしている件数よりも、かなり少

ないという、その差が生じておりますけれ

ども、その点、どのように考えておられる

のか、お聞きをしたいと思います。 

 次に、７２ページですけれども、せっつ

高齢者かがやきプラン推進事業ですけれ

ども、介護全体の話になりますけれども、

国は施設介護から在宅介護へシフトとい

うことで進められております。国が進めて

おるその流れに対して、市としてはどのよ

うな考えを持っておられるのか、お聞きし

たいと思います。 

 続いて、７４ページ。敬老祝品ですけれ

ども、予算現額が１１３万５，０００円で

すか、決算が８８万５，８４８円で残額が

２４万９，１５２円とかなりの金額になっ

ております。この残額について中身を教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、７４ページ。先ほどからも質問

がありますが、独居老人愛の一声訪問事業

ですけれども、対象人数は何件ぐらいあっ

て、独居老人の方に乳酸菌飲料を送られる

んですよということを話したら、そういう

ことがあったことを知らないという方が、

たくさんおられたんです。その点の周知と

いいますか、ＰＲといいますか、その点は

どうされてるのか、お聞きをしたいと思い

ます。 

 続いてその下、ふれあい配食サービスで

すけれども、この残額について、お聞きを

したいと思います。かなり金額が多いと思

いますのでお聞きします。 

 続いてその下、老人クラブ活動事業です。

今現在、加入率はどの程度なのか教えてい

ただきたいと思います。加入してない方へ

は、どのように市としてはされているのか、

お聞きをしたいと思います。 

 続いて、７６ページ。シルバー人材セン

ター事業ですけれども、もともとこれは高

齢者生きがい公社ということで、摂津市が
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全国で初めてつくった組織で、高齢者生き

がい公社が全国に広まって、シルバー人材

センターになったわけですよね。摂津市が

発祥です。もともとの目的は、高齢者に生

きがいを持ってもらおうということで、つ

くられた組織であって、今のシルバー人材

センターでは、運営上そうはなかなかとな

っていないといいますか、就労を第一とし

て、中身は厳しいような状況もあるように

思います。その点、市としては、どのよう

に考えておられるのか、お聞きをします。 

 続いて、７８ページ。障害者団体補助金

ですけれども、この補助内容は、どういう

ものであるのか。各団体は、何を基準とし

て算出をされてるのかを教えていただき

たいと思います。 

 また、団体に対して、土地とか建物とか、

無償貸与というようなものがあるのかな

いのか教えていただきたいと思います。 

 続いて、８２ページですけれども。助産

施設入所承諾事業です。執行率３９．４％

ですけれども、中身を教えていただきたい

と思います。 

 続いて、９０ページ。生活保護事業の過

年度分国庫府費等返還金ですけれども、７，

３８５万円の金額が上がっております。返

還金がゼロではないとは思うんですけれ

ども、返還金が生じてるのは、どういうこ

となのか教えていただきたいと思います。 

 ９４ページですね。健康せっつ２１推進

事業です。がん検診等、さまざまな事業が

ありますけれども、その効果とか、検証は

実際にされてるのか、お聞きをしたいと思

います。 

 ９６ページに行きます。環境衛生費の防

疫車両管理事業ですけれども。以前に各自

治会に薬剤を配付されておりましたけれ

ども、今は薬剤の配付はもうされておりま

せんけれども、平成２６年の中で、薬剤を

配付してほしいというような、そういう声

があるのか、害虫が発生しているというよ

うな、そういう声があるのか、お聞きをし

たいと思います。 

 続いて、９８ページ。葬儀会館管理運営

事業です。歳入のところでも質問をさせて

いただいたんですけれども、実際に、斎場

は多く利用されて、摂津のメモリアルホー

ルの利用割合が低いように思うんですけ

れども、民間の葬儀事業者といいますか、

そちらの会館に多く行っているように思

うんですけれども、その点をどのように考

えておられるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 続いて、１００ページですけれども。墓

地管理事業です。教えてほしいんですけれ

ども、空きというのは、実際あるのか。管

理をされてなくて、そのままほったらかし

状態になっている墓地が現実的にあるの

か教えていただきたいと思います。 

 続いて、１００ページから１０２ページ

にかけて、ごみ収集についてなんですけれ

ども、ある市民の方が、近所の方の家に、

燃やせるごみに燃やせないごみが明らか

に外から見て入っているのを収集車が収

集をしたと。例えば、自分の家もどうであ

ろうかということで、燃やせるごみの日に、

燃やせないものを自分の家の袋に入れて

出したら、もう明らかに見えてるような形

で出したのに、持って行ったというような、

そういう市民の方がおられて、それを市の

ほうに「何で持って行くんや」というよう

なことを言われた方がおられるんです。そ

ういう声があって、たくさんあるし、なか

なか一つ一つ見にくいという部分もある

んでしょうけれども、どこからどこまでを、

例えば、置いて行かれたりとか、持って行
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かれたりとか、その区分がわからないんで

すけれども、どうなっているのか教えてい

ただきたいと思います。 

 続いてですね、１０６ページ。鳥飼なす

保存奨励事業と市民農園の設置事業です

けれども、先ほども質問があったんですけ

れども、まず、鳥飼なすに関しては、鳥飼

なすの拡大というのが、保存もそうですけ

れども、いかにして拡大をしていくかとい

うことが一つのテーマになっていくと思

うんですけれども、その点、今、新しい農

地に鳥飼なすを栽培してもらうように、ふ

やしていっているのか、保存で、現状のま

までいっぱいいっぱいなのか、その点をお

聞かせいただきたいと思います。 

 それと、市民農園の件です。市民農園に

利用ということになると、その持ち主は、

固定資産税減免ということになってます

けれども、今、担当としては、市民農園の

ための新しい農地の確保に動いておられ

るのか、お聞きをしたいと思います。 

 １０８ページですね。企業立地等促進事

業です。これも先ほどから質問がありまし

た。検証をされていくということですけれ

ども、市外から来た企業なのか、もともと

市内にあった企業が設備投資をされたの

かというところもあると思うんですけれ

ども、これは摂津だけではなくて、もう近

隣市も企業立地条例というような、似たよ

うな条例をあちこちでつくられてるわけ

ですよね。ということになると、他市に行

くと結局その条例を活用できて、設備投資

なり、何なりというのは、別に摂津におら

なくても、他市に行っても利用ができると。

負担を軽減できるということになってる

と思うんですけれども、企業立地促進のこ

の条例、事業だけではなくて、新たな展開

を考えていかなければならないと思うん

ですけれども、そういう考えはあるのか、

お聞きをしたいと思います。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課にかかわります質問にお答

えいたします。 

 決算概要５６ページ。コミュニティプラ

ザ管理運営事業の中で、駐車場についての

ご質問でしたけれども、現在、コミュニテ

ィプラザに備えております駐車場は立体

駐車場２０台、それから平面で障害者用と

いうことで２台用意させていただいてお

ります。そのような状況の中で、平成２６

年度につきましては、１万５０６台のご利

用がございました。このうち有料のものが

６，４２１台、免除のものが４，０８５台

となっております。免除は、１時間以内の

ご利用の場合、それから身体障害者手帳等

をお持ちの方、こういった方につきまして

は無料という形になっております。この１

万５０６台を施設の稼働日数で割ります

と大体一日当たり平均で３０．５台ぐらい

のご利用をいただいているという形にな

っております。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは、私から

環境業務課に係りますご質問に、ご答弁申

し上げます。 

 まず、決算書５７ページの資源ごみ集団

回収に係るものでございます。この分につ

きましては、補助金を出している分になり、

歳出のほうになりますので、事務報告書の

１３１ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

 こちらの一番上になるんですけども、再

生資源集団回収助成という形で、こちらに

団体数と業者数、交付金額をそれぞれ書か

せていただいています。個人の団体数とい
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たしましては１１４団体。業者につきまし

ては１９業者。それぞれの交付金額につき

まして、団体は１，３９８万４，７６３円。

業者は２７４万５，６３０円を交付させて

いただいています。 

 続きまして、決算概要の１００ページか

ら１０２ページ。ごみの回収方法が、どう

なっているのかというご質問であったか

と思います。私ども、全市民の方につきま

して、チラシを配らせていただきまして、

ごみの分別方法について周知させていた

だいています。その内容に沿って、私ども

は収集をさせていただいているところで

ございます。その事例がどのような事例だ

ったのか、なかなかわからないので、お話

ししにくいところがあるんですけども、例

えば、燃やせないごみであっても、それが

汚れているとか、食べ物がついている場合

でしたら、燃やせるごみで出していただい

て、回収させていただいています。その辺、

中身によって判断させていただいている

ところでございます。ただ、本当に回収で

きない場合には、シールを張るなりさせて

いただいて、啓発をさせていただいている

というところでございます。 

○上村高義委員長 有場課長代理。 

○有場市民課長代理 市民課にかかわり

ますご質問にお答えいたします。 

 決算書３３ページ。斎場使用料、葬儀会

館使用料の件でございますが、ご指摘のよ

うに斎場の使用料に関しては、当初予算１，

００８万円に対し、調定額が１，３７４万

２，０００円と大幅に増加しております。

主な要因といたしましては、想定以上に件

数が多かったということもございますが、

市外者の利用が、この年はかなり多くあり

まして、前年が７３件でしたが、平成２６

年度は１１３件ございました。恐らく他市

斎場の修繕が影響したものと思います。市

外の利用者に関しましては、１件当たり４

万５，０００円いただいております。市民

の利用が１万５，０００円ですので、３倍

になりますので、ここがふえるとかなり調

定額が上がってくるということでござい

ます。 

 続きまして、葬儀会館の使用料でござい

ますが、当初予算額２，９３４万に対し、

調定額２，８７５万２，０００円となって

おります。若干、調定額のほうが下回って

おります。葬儀会館の利用件数につきまし

ては、この年度が２６７件ございました。

対して前年度は２５０件ですので、若干、

増加はしていますが、斎場の利用率からす

れば、それほど上がってないということで

ございます。概要９８ページ、葬儀会館の

運営につきまして、その利用率が低いので

はないかというご指摘でございました。確

かに、ご指摘のとおり、葬儀会館の利用率

につきましては、減少傾向にございます。

この件に関しましては、葬儀会館ができた

当初と比べまして、市内もそうなんですけ

ども、家族葬ホールというもの、民営の葬

儀社がかなりできてきております。葬儀会

館ができました当時よりも、民営葬儀社の

ＰＲといいますか、それがインターネット

を通してやられるところが多いと。そうい

った関係もありまして、かなり民間の葬儀

社は、利用の形態であったりとか、料金で

あったりとか、かなり透明性が増してきて

ると。従前、市のほうが葬儀をするに当た

って、安かったというのがありましたけど

も、ここ最近に至っては、家族葬というの

が、かなりふえてきております。密葬とい

う葬儀しないというのもございますので、

そういったものもあります。かなり価格が

民間でも安くなってきており、今の時点で
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は、必ずしも市の葬儀のほうが有利で安い

ということは、一概に言えないような状況

にもなってきております。 

 そういった中で、葬儀会館を運営するも

のといたしましては、できる限り赤字とい

うのは、埋めていきたいという考えはござ

いますが、そもそも市営葬儀、半世紀以上

前からございます。今は市規格葬儀という

ことになりましたけれども、そもそも市が、

この分野に参入した経緯といいますのは、

低廉で厳格なお葬儀を執行していくとい

うことが目的でございます。そういった意

味では、近年、民間の葬儀場でも低廉で厳

格なお葬儀ができるようになってきたと

いうことでございますので、やはりそこに

利用者が流れるということ自体は、収入は

減りますが、事業の本質からすれば、一概

に否定はできない。市場全体としては、喜

ばしいことであるという理解でおります。

葬儀会館に関しては、そのような理解でお

ります。 

 続きまして、概要６４ページ。窓口業務

委託につきまして、変化ということでござ

います。窓口業務につきましては、先ほど

も申し上げましたが、まず一番大きいのは、

柔軟な人の配置が可能になったというこ

とです。忙しいときは、人を多くつけると

いうことをしていただいてますので、そこ

で、証明書の交付スピードが上がったりと

か、以前よりも、丁寧な接客が可能になっ

てくるということでございます。 

 委託事業者におきましては、品質管理と

いう点から、証明書の交付スピードであっ

たりとか、そういったものを全て集計して

まして、全て時間を計っております。それ

が、どれぐらい縮んだとか、そういったこ

とも報告いただいてますので、目に見えて

サービスが向上したと言えるのではと考

えております。 

 その他にも、これは委託でございますの

で、導入時期に偽装請負などの防止のため

に、執務スペースの区画分けも行っており

ます。それに伴いまして、窓口の市民側の

導線の改善であったり、窓口そのものの改

善であったりとかも行っておりますので、

そういった意味でもサービスの向上が達

成できたかなと考えております。 

 続きまして、決算概要１００ページ。墓

地管理運営事業につきまして、現在空きが

あるかということでございますが、平成２

６年度、この年は２件、墓地の返還があり

まして、新たに募集を行った結果、歳入が

増加しております。現在、市内に市営墓地

３か所。全て合わせて３００基ございます。

基本的にはこれは、全て埋まっております。

平成２６年度は、たまたま２件返還があり

ました。それ以前は、平成２１年に１基、

返還があったぐらいです。基本的には空き

はないというような状況です。現時点では、

募集の予定はございません。 

 続きまして、墓地の管理状況です。近年

墓地に関しては、引き継ぎ手がいないとか、

そういったことも問題になってきており

ます。無縁墓地ということですね。それに

つきましては、我々も注目はしております

が、現時点では、そういったケースはない

と認識しておりますので、適正な管理がで

きておるものと考えております。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 自治振興課に係り

ます５点のご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず１点目、都市交流事業でございます

が、森林や清流などの自然に触れる機会を

提供するとともに、親子のふれあい、健康

づくり及びレクリエーション活動を促進
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することを目的としまして、都市交流事業

を行っております。 

 平成２５年、利用者につきましては１６

８人、２１万３，２００円でございます。

今年度は、１２０人の１４万５，４００円

でございます。この減少の理由でございま

すが、宿泊施設の選択肢が少ないというこ

と。利用者の多様化するニーズに対応でき

ていないというのが大きな原因だと思い

ます。また、事前に観光協会を通じて、予

約を取らなければならない。申請には、市

役所に来ていただくことになるというこ

とが、原因になると思います。その点につ

いて、改善も含めて考えていきたいと思い

ますが、広報等で市民周知は既に行ってお

ります。 

 次に、ＬＥＤ防犯灯防犯推進事業でござ

います。防犯灯につきましては、平成２６

年度、６，５０５灯つけております。光熱

費につきましては、平成２５年度が２，０

２３万９，８６５円。平成２６年度が１，

６２８万４，０１４円ということで、約４

００万円の差が出ております。今年度につ

きましては、新設としまして３３灯うち照

度アップ２灯を予定しております。 

 次に、防犯カメラでございますが、平成

２５年度は１８か所、２０台。平成２６年

度はさらに１０台を追加しております。今

年度につきましても、現在、入札等終わり

まして、１０台の設置を予定しております。 

 設置個所につきましては、庁内の関係課、

警察と協議を行いながら、設置を予定して

おります。 

 次に、摂津まつりの店舗等につきまして

でございますが、平成２５年度につきまし

ては６３店舗。平成２６年度につきまして

は６２店舗が出店いただいております。こ

の店舗につきましては、まつり振興会、構

成団体が８団体ございまして、その中で店

舗出店について協議いただいている状況

でございますので、ご理解をお願いしたい

と思います。 

 最後、一般事務事業の美化活動のごみ袋

の件でございます。今年度２６年度は、１

０万４４０円でございます。これは、４５

リッターの袋を１万５，５００枚、購入し

ております。市内１１２自治会がございま

すが、その中の９３自治会が、美化活動に

ご協力いただいている状況でございます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、国保年金

課に係ります１点ご質問にお答えさせて

いただきます。 

 ページ、４１ページ。国民年金事務委託

金です。こちらの予算と決算の差について

でございます。 

 国民年金事務委託金につきましては、基

礎年金事務及び福祉年金事務に係ります

人件費、物件費、特別障害給付金、給付事

務に係ります事務費、広報制度説明等、国

民年金の協力連携に係る経費が交付の対

象となっております。 

 予算につきましては、平成２４年度の実

績をもとに、編成させていただいておりま

したが、平成２６年度に入りまして、国民

年金の事務費交付金の算定に係る省令が

一部改正されましたことに伴いまして、そ

れぞれ受付件数に単価等を掛けて算定す

るんですが、ここが大幅に変わったことが

予算と決算の乖離の要因となっておりま

す。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

たいと思います。 

 決算概要７０ページ。災害時要援護者事
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業についてでございます。先ほど、委員か

らご指摘がありましたように、本市におき

ましては、災害時要援護者のうち、同意を

いただいた方につきましては、同意要援護

者ということで、台帳を作成させていただ

きまして、覚書の協定を結ばさせていただ

いた自治会に、その情報を提供させていた

だいてるところでございます。 

 同意要援護者につきましては、一つは民

生委員のひとり暮らしの訪問時に、同意要

援護者申請に同意いただくように、お勧め

いただいたり、あと高齢介護課の協力をい

ただきまして、ひとり暮らしの登録に来庁

されたときに、同意要援護者もということ

で、要援護者の登録を勧めているところで

ございます。 

 現在、同意要援護者の数としましては、

１，４３０名となってございます。先ほど

申されましたように、自治会で把握されて

いる数字の方が多いんじゃないかという

ことでございます。もともとこれは、災害

時に私どもの行政として、緊急では動きに

くいので、地元の方に助けてもらえればと

いうことで、同意要援護者ということで名

簿を作成してございます。自治会の活動を

お聞きしてますと、要援護者にとどまらず、

自治会全員の世帯の構成でありますとか、

緊急連絡先を全世帯把握されている自治

会もあるとお伺いしていますし、昨年、支

援制度の構築で入らせていただきました、

庄屋町会におかれましては、独自に災害時

の要援護者の避難計画まで立てられてい

るとお聞きしております。災害時には行政

が一番には動きにくいので、やはり地元で、

そこまで事細かく決めて、ご応対をしてい

ただけることが一番いいとは思っており

ます。 

 ただ、今後私どもは、そういう自治会の

活動も踏まえながら、同意要援護者の数を

ふやしていきたいというのが１点と。たま

たま昨年の庄屋町会では、自治会の未加入

の方についても、お声かけをいただいたと

いうことになってございますが、今後は、

自治会に未加入の方の同意要援護者の方

について、どう対応していくかが、課題か

と思っております。 

 それから、決算概要９６ページの環境衛

生事業に関連しまして、薬剤の配付につい

て、市民の要望はというお問いでございま

すが、４月からそういうご要望は、お聞き

はしておりません。平成２６年度の状況は、

また調べてご報告させていただきたいと

思います。ただ、薬剤配付というか、蚊と

かゴキブリ等々についての発生のご相談、

苦情がございますので、その状況によって、

市民ご自身で駆除いただく方法をお伝え

させていただきましたり、水路等が絡めば、

定期的に回っている消毒を早めたりとい

う形で、ご対応させていただいております

のが現状でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私のほ

うからは、保健福祉課に係ります２点のご

質問にお答えさせていただきます。 

 １点目は、概要の８２ページ。助産施設

入所承諾事業について、その内容です。こ

ちらの事業は、妊娠出産に際しまして、主

に経済的な理由から入院助産を受けるこ

とができないと認められる妊婦に対しま

して、経済的な支援や、母子の心身の健康

の保持増進を図るということを目的とし

まして、生活保護世帯等を対象に、入院出

産に要した費用を給付するものです。平成

２６年度の実績につきましては、４件とい

うことで、予算よりも少ない状況でしたの

で、執行率が低くなっております。 
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 ２点目の９４ページ。健康せっつ２１推

進事業に関連しまして、健診の効果、検証

についてのお問いに答えさせていただき

ます。こちらの健康せっつ２１推進事業に

つきましては、事業の内容について協議を

する部会が、それぞれの健診の基準を話し

合います判定部会や、保健事業の内容、あ

るいは健康せっつ２１の事業計画の進捗

管理をします保健調査部会。また歯科検診

についての会議をする歯科保健部会。予防

接種についての検討を行う予防接種検討

部会。あるいは、平成２６年度からは新た

に健康医療のまちづくり部会を立ち上げ

まして、それぞれ事業の内容について、話

し合いを進めております。 

 また、ご質問にありました健診の効果で

すけれども、これについては、こういう効

果が出たということで、個人レベルで主観

的なものは、つかめるかと思いますが、医

療費への反映などについては、なかなか明

らかにしにくいというのが現状かとは思

っております。現在国保などのデータベー

スでいろいろ分析等が可能ですので、健診

を受けられた方の後の受診行動や、また、

病気での動きですね、重症化予防に対して

も、データを踏まえながら、保健事業につ

いても取り組みを進めていけるのではな

いかと考えております。 

 また、実際には健康づくりのグループも、

多数ありますので、そういった方について

も、ほかの方と比較をしまして、確かに健

康だというような、何か報告等ができれば、

新たにグループの数がふえていくという

ことにもつなげていけるのではないかと

考えております。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田障害福祉課長 それでは、障害福祉

課にかかわるご質問に関して、ご答弁させ

ていただきます。 

 ７８ページの障害者団体のことについ

てという内容かと思うんですけれども、障

害者団体の補助団体は、３団体ございまし

て、身体障害者福祉協会、手をつなぐ親の

会、肢体不自由児者父母の会とこの３団体

に補助をさせていただいておる状況でご

ざいます。 

 身体障害者福祉協会は、当事者団体とい

うことで、あと、手をつなぐ親の会、肢体

不自由児者父母の会は、当事者の保護者の

会ということになっております。 

 主に、３団体とも障害者の方々が、外出

するというのが非常に困難ということで、

当事者団体が年に１回なり２回ですね、バ

スツアー等をされておりまして、そのバス

ツアーのバス代等を補助させていただい

たり、活動補助金ということでさせていた

だいております。 

 また身体障害者福祉協会の場合でした

ら、会員交流会ということで、年１回会員

の方々が集まって交流しており、障害ある

方で、障害を気にせずに、外出してお話し

ができる機会というのを、おもちするのが

難しいということもありますので、補助さ

せていただいたり、あとは、手芸ですね、

グループをつくっておられまして、それに

関しての作品をちょうど会員交流会で展

示して、月１回から２か月に１回ぐらいお

集まりになってされてる、そういう活動の

支援ということをさせていただいたりし

ております。 

 また、手をつなぐ親の会でしたら、年に

１回「輪い輪いまつり」なんかを、保護者

の方が中心に、主催させていただいており

ますので、そういうことのお手伝いという

ことで活動補助などをさせていただいて

おる状況でございます。 
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 何を基準にということなんですけれど

も、もちろん会則等や定期的な活動で、実

績等ということなんですけれども、この３

団体とも上部の団体もございまして、全国

組織の一部ということもあったりもしま

すので、市を代表できるところでないとな

かなか補助するにも難しい。実際、その補

助の内容を見ると、そこまでは書かれては

ないという状況はあるんですけれども、活

動実績等を考えると、そういった状況でご

ざいます。 

 無償で貸し付け等を行っておるのかと

いうことですけど、補助団体として貸し付

けするというようなことは、行ってはおり

ません。ただ、活動するご支援ということ

で、教育センターの１階に総合支援センタ

ーというところがございまして、その中の

支援の一環として、活動する会議室等を障

害者団体向けの場所ということで、この団

体も含めて、活動していて、会則等もある

ということで、基準を決めさせていただい

て、ご支援している場合はございます。た

だ、特定の団体ということで、お貸しして

るいということはございません。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算概要９０ペ

ージ。扶助費の過年度分国庫府費等返還金

についてお答えします。 

 当該返還金は、平成２５年度の扶助費決

算に伴うものであります。生活保護の国庫

負担金は、約２０億円と、大きな金額でご

ざいますので、毎月１回、１億円以上の金

額が分割で国庫より入金されております。

平成２５年度につきましては、扶助費の決

算額が想定よりも少なくなり、国庫負担金

の申請額と差異が生じたもので、多目に国

庫負担金を受け取る状況となりました。そ

こで、平成２６年度で、精算で返還するも

のでございます。 

 なお、平成２５年度の扶助費の決算額２

６億７５１万５，９３９円につきましては、

対前年度比で１．５％の伸びの状況でござ

いました。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、決算書

５１ページ。せっつ桜苑の土地売払収入に

係るこれまでの流れを説明させていただ

きます。 

 せっつ桜苑につきましては、平成９年４

月に公設民営の形でスタートいたしまし

た。平成１２年度より介護保険制度が開始

され、介護老人福祉施設として位置づけさ

れました。その後、平成１８年度から指定

管理者制度が導入されまして、業務委託契

約により、指定管理者制度の運営となり、

事業所の自立性が高まり、市民ニーズも高

い水準が確保され、民営化を進めてまいり

ました。 

 平成２３年度に社会福祉法人成光苑へ

の指定管理者が延長されまして、指定管理

者制度の民営化に向けての協議が行われ

ました。平成２４年１２月１３日に摂津市

立せっつ桜苑の民営化方針等を提案し、平

成２５年１月１８日の民生常任委員協議

会において、民営化方針の説明を行いまし

た。平成２５年第１回定例会におきまして、

摂津市立せっつ桜苑を廃止する条例を上

程し、平成２５年３月２８日に可決をいた

だきました。平成２５年第３回定例会にお

きまして、財産の無償譲渡を上程し、平成

２５年１１月に可決いただきました。また、

平成２６年４月１日に土地３億８，０００

万円と家屋の移転登記手続を無事完了し、

社会福祉法人成光苑に対して、事業譲渡を

行いました。事業譲渡を行うに当たりまし

て、事前説明会などにおきまして、民営化
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による運営形態が、変更になることについ

ての不安等がありましたことから、応募要

件を市内の特別養護老人ホームの運営実

績のある４法人にお願いしまして、また介

護保険制度において、行政には法人に対し

て指導権限があることも踏まえ、説明し了

承を得てまいりました。それから公募につ

きましては、１法人から応募があり有識者

からなる摂津市立せっつ桜苑運営法人選

考委員会において、法人により提出された、

募集書類についてご審議をいただき、最終

選考の結果、平成９年より委託を行ってま

いりました社会福祉法人成光苑が、譲渡法

人に決定した経過でございます。 

 次に決算概要７２ページ。摂津市高齢者

かがやきプランの推進事業。国は、施設介

護から在宅介護へのシフトをうたってい

るが、市としてどのように考えているかと

いうご質問に対してですけども、介護保険

ができまして１５年が経過いたしました。

保険料をお支払いして、自由に契約に基づ

いて、利用されるという状況ができたこと

により、施設重視の傾向がありました。今

般、国が軌道修正いたしまして、在宅介護

へのシフトをうたっております。これにつ

いては、今後の２０２５年問題を考えます

と、介護予防健康づくりを推進しまして、

元気な高齢者を育てるといいましょうか、

支援していく必要があろうかと思います

ので、この流れについては、理解するとこ

ろですけども、一旦施設に入られた方が、

在宅に戻るというところは、厳しいところ

があろうかと思いますので、在宅への緩や

かな移行と考えております。 

 次に決算概要７４ページ敬老事業。敬老

祝品の残額が多い件につきまして、ご答弁

申し上げます。 

 この敬老祝品につきましては、９０歳、

１００歳、最長寿の男女の方に、記念品を

お渡しするために購入するもので、数が多

いことから財政の一括的入札方式を活用

し、購入単価が下がったことにより、当初

見込んでおりました予算から余剰が生じ

た状況でございます。 

 次に、同じく７４ページ。ひとり暮らし

高齢者安全対策事業の独居老人愛の一声

訪問事業委託におきます乳酸菌飲料等の

配付対象者の数というお問いですけども、

対象者は２８２名で、配付本数は１万４，

１８９本を事業者の声かけによる配付を

している状況です。 

 同じく７４ページ。介護予防・ふれあい

事業のふれあい配食サービス委託事業費

の残額が多い件につきましては、平成２５

年度と比較しますと、社会福祉協議会とせ

っつ桜苑と白鷺園にご協力いただいて提

供しておりますが、昼食の提供の社会福祉

協議会の分が、前年度に比べまして、２３．

２％の減となっております。また、桜苑の

夕食につきましては、同じく６．４％の減

になっております。白鷺園の夕食について

は、プラス２．５％でトータルしますと全

体で、１０．５８％の減。食数でいいます

と、２，１５６食の減となっております。

これにつきましては、多様な民間の配食サ

ービスが普及していることにより、利用が

分散化したのではないかと担当課では考

えている次第でございます。 

 次に同じく７４ページの決算概要。老人

クラブ活動事業の加入率と参加促進につ

いてですけども、まず加入率につきまして

は、高齢者人口に対して、老人クラブの加

入者が３，０９６人となっております。計

算しますと１５．１６％の加入率となって

おります。また、老人クラブにおきまして

も、加入が非常に伸び悩んでいると、厳し
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くなっていると聞いておりまして、その加

入率アップのための対策といたしまして、

老人クラブが独自に主催するのんびり喫

茶であるとか、老人クラブが主催しており

ます高齢者を対象とした、体力測定に一般

の高齢者も参画できることから、そういう

イベントに参加した方に、老人クラブの意

義とか、取り組みを説明し、加入促進を図

ってるということです。また、鳥飼地区の

老人クラブでは、名称をシニアクラブとい

う、名称を使って活動されておりまして、

老人という言葉に抵抗がある方について、

配慮した名称で活動をしています。こうい

うことによりまして、加入者の啓発を図っ

ているという状況でございます。 

 最後に、シルバー人材センターの生きが

い公社からスタートしまして、今現在に至

って、今後の取り組みに係る市の考えにつ

きまして、ご答弁申し上げます。 

 シルバー人材センターは、仕事を提供す

るという概念以前に、生きがいをもって仕

事に当たってもらうと。仕事をシェアする

といいましょうか。みんなで分けあって健

康づくりを踏まえて、長い老後の人生を楽

しくしていくというスタンスであります

が、やっぱり収入がなければ、生活がしん

どい方もおられますので、収入に着目した

意見もあるのも事実でございます。担当課

としましては、いろんな事業につきまして

も、シルバー人材センターを活用しながら、

また今後大きく展開します介護予防の取

り組みにつきましても、高齢者が高齢者を

支援するスタンスから、何か仕事づくりが

できないかとかを考えながら、進めていき

たいと考えております。 

○上村高義委員長 林局長。 

○林農業委員会事務局長 産業振興課農

政にかかわります２点のご質問にお答え

いたします。 

 まず、鳥飼なすの保存奨励についてでご

ざいますが、市内に鳥飼なすを生産して出

荷するところは、本市が委託しております

農業振興会、それから保存していただいて

いた辻さん、それから前村食品の３軒であ

ります。拡大につきましては、農業振興会

が４月に行います野菜苗花即売会におい

て、鳥飼なすの接ぎ木の販売を行っており

ます。また、とりかい高等支援学校の園芸

科のほうで、学校で鳥飼なす保存畑と同数

ぐらい２００本ぐらいの苗木を購入して、

育てていただいておりますので、それも合

わせて福祉施設等の流通を図りたいと思

っております。また、市民が鳥飼なすを食

べたことがないとおっしゃる方がおられ

ますので、そういう方に味わっていただく

ためにコミュニティプラザ内のランチバ

イキング等に出していただいたり、そうい

う形で鳥飼なすのＰＲを行っております。 

 次に市民農園の件ですが、拡大に向けて

確保しているのかというご質問なんです

が、農家の方が利用できない農地につきま

して、固定資産税の納税猶予等で、自作が

原則のところとか、なかなか市が空いてる

から貸してくれということで、簡単に借り

られるようなところが少ないというのと、

それから、利用の便のいいようなところは、

もちろん農家さん自分でおつくりになら

れるので、そういうところは、なかなかお

借りできないという状況にありますので、

確保というところまでは、いっておりませ

ん。体験農園を開始した部分につきまして

は、横に市の施設があって、トイレが利用

できるとか、もともと畑であったために水

道を引いておられるとか、利便性が高かっ

たものですから、そういう経験のない方が

利用できるような体験型農園を開設した
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ものであります。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 産業振興課に係

ります質問にお答えさせていただきます。 

 企業立地の件に関しまして、他市でも同

様の制度があるということでございます

けれども、他市でも多くの自治体が、同様

の条例、制度を制定されてるということは、

承知しております。内容だけを見ますと、

本市の現行制度よりも有利なところも、た

くさんございます。ただ、企業が事業拡大

や移転等を考えるときには、周辺の環境や、

立地の条件も含めて、いろんな角度から調

査、検討してその企業に最大のメリットの

あるところに、新たな設備投資等を行われ

ると思います。現制度につきましては、こ

の平成２９年３月までとなっております

けれども、国立循環器病研究センターが平

成３０年に移転してきますので、それにあ

わせて、今後、企業誘致を行っていかなけ

ればならないことから、これまでの制度を

検証する中で、他市の制度も研究し、現制

度の改正や新たな誘致施策を行うことに

ついて、今現在検討している最中でござい

ます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 衛生費の中でＪＲ東海の

地下水の訴訟の費用が、どこからの予算で

出たのかわからないので、教えていただけ

たらと思います。 

 土地売払収入ですけれども、当時を思い

起こすと、建物に価値があると減価償却で、

計算すると残存価格が３億円以上、固定資

産税の評価でも３億円以上あるではない

かというようなことで、民間であれば、そ

の減価償却の残存価格もしくは、固定資産

税のその評価でもって売買をするべきで

あるということで、私も、議会の中で質問

をさせていただいたんですけれども、建物

は、なぜ無償であるのかというようなこと

でさせてもらったんです。その後に、特に

特別養護老人ホームは、１施設に約３億の

余剰金があるというような、そういうよう

な報道がマスコミでもされて、それで、施

設への運営補助というのが、引き下げにな

ったりとかいうようなことに、流れとして

はなったんですけれども。摂津としては、

潤沢な財政でないので、無償というのは私

は今でも、どうだったんだろうと思ってお

ります。もともと建物を建てたときには、

起債をしているわけです。借金をしている

わけです。その起債の返還は市民の税金で

もって、返還をしてるわけですから、その

建物の分を市としては、いや、もう要りま

せんよということになると、それを放棄し

たということになると思うんですけども。

これ以上は言いませんけれども、やはり、

市民の大切な税金、もともとの原資は何で

あったかというようなことも、やっぱり考

えていただいて、運営をしていただきます

ように、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、集団回収の件ですけれども、こ

れは団体と事業所にキロ単位が幾らか、そ

の金額の答弁がなかったと思うんです。再

度お聞きしたいと思います。 

 摂津まつりの件ですけれども、まつり振

興会の中で店舗は集められてるようです

けれども、その中で出店を促すというよう

なことがあるそうです。出なかったらまつ

りにならないから、人手がしんどいけれど

も、店舗を出すということがあると聞いて

ますので、まつり振興会にお願いをしてま

すけれども、外部に公表して、店を集める

とかそういうことも今後、検討していただ

きますようよろしくお願いします。 

 続いて、町美のごみ袋ですけれども、泉
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佐野市では、自治会の加入促進に当たって、

ごみ袋を配付してるそうです。新聞に書い

てたんですけれども、自治会に加入してる

人はごみ袋を渡しますよということで、や

はり自治会に加入してるとメリットがあ

るよということを考えているようであり

ますので、その答弁をいただくことは難し

いと思いますので、摂津としても自治会に

入られている方と入られてない方ですね、

入られてなくてもサービスが同じように

受けられるとか、何もその汗をかかずに、

地域に対して自治会費として金額を出さ

ずに、同じサービスを受けられるというの

は、その辺はいかがなものかなと思います

ので、泉佐野市ではそういう施策をされて

るそうなんで、摂津でも何か取り入れても

らえることができないのか、考えていただ

きますよう、よろしくお願いします。 

 続いて、コミュニティプラザの駐車場の

件ですけれども、利用がかなりあると思い

ます。これが利用されているのがどうなの

かという部分もあります。小川駐車場があ

って、近隣に有料の駐車場もありますけれ

ども、文化ホール、その他いろいろな施設

がありますけれども、よく聞くのが近隣の

商業施設にはとめないでくださいという

ことがあります。ということは、市として

は、その近隣の商業施設に迷惑をかけてる

ということでありますから、やはりその点

は改善をしていかなければならないと思

います。これは、交通対策とかの分野にな

ると思いますので、文化ホールなり、コミ

ュニティプラザなりの担当からすると、駐

車スペースというのは、困ってる問題だと

思いますので、庁内で一度検討、議論をし

ていただきますように、よろしくお願いし

たいと思います。 

 続いて、災害時要援護者支援事業ですけ

れども、個人情報の関係がありますけれど

も、例えば自治会のほうが情報としてたく

さん持っているのであれば、反対に自治会

からもらえるような、制度とか、自治会と

市がお互いに、情報を共有するとか、そう

いう部分も考えるべきだと思いますし、例

えば、そういう条例もつくってとか、何か

共有できるように、災害が起こったときに

対応できるように、考えていただけますよ

うによろしくお願いをいたします。 

 市民課の窓口の件ですけれども、私、大

阪市の区役所に戸籍謄本を取りにいった

んですけれども、複数の区役所に行ったん

です。そしたら、２時間かかったんですね。

これは大阪市のほうは、民間に委託をされ

てて、何か所か行ったら、長くて住吉区役

所は、２時間かかったんです。２回目行っ

たら１時間半やったんですよ。浪速区も１

時間半ほどかかったんです。よく見ると民

間委託をされてましたんで、摂津はそうい

うことはないと思いますし、市民からそう

いう声も、苦情の声もありませんし、対象

者の数も違うと思うんですけれども、スピ

ーディーに、市民に気持ちよく帰っていた

だくように、よろしく対応していただきま

すように、お願いをいたします。 

 続いてですけれども、高齢者のかがやき

プランの件ですけれども、国も施設介護か

ら在宅介護ということでありますけれど

も、そうなりますと、在宅介護といいます

か、在宅で暮らしやすいような、サービス

といいますか、そうしていかなければなら

ないと思うんですけれども、そうなってく

ると例えば、独居老人の愛の一声訪問事業

とか、充実していかなければならないと思

いますし、例えば、ふれあい配食サービス

とか、民間の業者が参入してますけれども、

結局見守りサービスが、お互い重なり合う
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ように、そういうサービスをしていかなけ

ればならないと思うんです。重ならない人

が出てこないように、その点を考えていか

なければならないと思うんですけども、乳

酸菌飲料の配付は、週にかなりの回数があ

りましたけれども、今は週に１回になって

るんですかね。それで、見守りとはなかな

か厳しい部分があると思いますので、財政

的な部分ありますけれども、ぜひとも在宅

にシフトをするというのであれば、そうい

う部分の充実をしていかなければならな

いと思いますので、ぜひとも検討していた

だきますようよろしくお願いします。 

 それと老人クラブですけれども、答弁を

聞いて、ふと思ったんですけれども、これ

例えば、老人クラブとシルバー人材センタ

ーが協力し合うとかっていうことができ

ないのかですね。他の団体ですから、なか

なか難しいかとは思うんですけれども、シ

ルバー人材センターの仕事をするには、老

人クラブに加入しなければならないとか、

もう条件の中に入れるとか、答弁いただい

て、勝手に私がそう思っただけなんですけ

れども、そういう他の団体と協力し合いな

がらとか、そういうのも一つあるのかなと

思ったんで、この委員会の中でそういう声

もあったということをお伝えいただけた

らと思います。 

 続いてですけれども、障害者団体の件で

すけれども、摂津の中では十分に、他の団

体と協力し合いながらやってる部分があ

ると思うんですけれども、鳥飼なすの件あ

りましたけれども、摂津支援学校と、とり

かい高等支援学校という部分があります

けれども、とりかい高等支援学校の中で、

協力し合いながらとか、そういう部分をも

っと充実をしていかなければならないと

思いますし、情報交換もお互いしながら、

例えばその摂津支援学校、とりかい高等支

援学校で、高校にいってる間は、そこで学

びの生活拠点がありますけれども、卒業す

ると今度は就職ということがありますか

ら、摂津でもやっぱり１学年に、１００人

ぐらいの人数の方がおられますから、その

人が、摂津の中で就職する場を探さなけれ

ばならないんで、ぜひともお互い協力して、

そういう社会をつくっていただきますよ

うによろしくお願いしたいと思います。 

 健康せっつ２１の件ですけれども、先ほ

ど答弁いただいて、これから国立循環器病

研究センターが着工して移転をしてきま

す。健診は難しいということでありますけ

れども、予防をということで今進められよ

うとしていますので、その中で健診もしく

は予防、こういうライフスタイルをすれば、

健康で長生きができるんですよという、は

っきりしたことが出てこないといけない

と思うんです。その点も、市としても双方

で協力し合いながら、ぜひとも進めていた

だきたいと思います。 

 それと薬の件です。自治会の薬剤配付と

いうところですけれども、今は市のほうに

連絡をして、まいてほしいと言えば、市が

出向いてということでありますけれども、

以前、町内美化活動のときに、自分の家の

前の側溝をそこの家の方が上げて、薬をま

くということになっていましたので、市か

ら来てもらうということであると、例えば

そのタイミングとか、勝手にやっといてと

いうことにはいかなくなりますので、声が

ないということでありますけども、うちの

自治会の中では何で薬がなくなったんや

という声がありましたので、ぜひとも検討

していただきたいと思います。 

 それと葬儀会館の件ですけれども、今新

たないろいろな葬儀がということであり
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ますけれども、もともと摂津メモリアルホ

ールを建てたのは、これも起債であって、

その償還は市民の税金でもって償還をす

るわけです。ということを考えますと、利

用していただいて、多くの人が施設の使用

料を納めていただくというようなことを

していかなければならないと思うんです。

それが、これからの葬儀はそうだからとい

うことでいって、例えば利用がなければ、

起債の償還だけをしていかなければなら

ないことになる可能性もなきにしもあら

ずですから、これから極力メモリアルホー

ルを使っていただくような、何かそのお考

えをしていただきますようによろしくお

願いしたいと思います。 

 それと墓地の管理ですけれども、これは

民間委託というのはないのか、民間委託を

すれば余計マイナスになるのか、そういう

考えはないのかお聞きしたいと思います。 

 続いて、ごみ収集処理ですけれども、燃

やせるごみの中に燃やせないごみが入っ

ているということが、例えば、それが市民

に声が広がって、もう入れたらいいやんと

なってくると収拾がつかなくなってきま

すので、その点は徹底をお願いしたいと思

いますし、直営の部分と業者委託の部分が

ありますから、サービスに差のないように、

その点は徹底をお願いしたいと思います。 

 それと次は、市民農園の件ですけれども、

なかなか新しい農地はないということで

ありますけれども、私は市民農園の用地が

なければ、例えば皆さんの自宅の庭でとか、

小さいスペースを使って、野菜をつくって

もらうとか、土に触ってもらうとか、もし

災害が起こったときに、そこから知識がな

いのに野菜をつくってということであれ

ば遅いわけです。 

 だから日常から、例えば土に触れてもら

う、野菜をつくる、もし大きな災害が起こ

ったときには、自分でそういう食糧を確保

せなあかんということになってくる可能

性があるわけですから、農地で栽培をする

という場所がなければ、少しのところでも

そういうことをしていただくというよう

なお考えも持っていただけたらと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 企業立地等促進条例ですけれども、他の

市町村でもっと条件がいいところとなっ

てきますと、そこに流れる可能性がありま

すから、今の制度は制度として残していた

だいて、例えば、摂津が先にやったとして

も、恐らく市町村というのは、先にいい制

度をやったとしても、他の市町村はいい制

度をまねてそれをするわけです。さらには、

それよりもいい条件をつくっていくのが、

市町村の競争だと思うんです。 

 企業立地の今の現状がどうなのかとい

うのもありますけれども、ぜひとも最低で

も残していただくということで、さらに新

たな違う企業立地とか、企業を中に入れて

いくことをぜひとも考えていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 私から、森西委員

の２回目のご質問にご答弁させていただ

きます。１回目の答弁で漏れていましたこ

と、おわび申し上げたいと思います。 

 集団回収のそれぞれの団体と業者に対

する協力金の単価ということでございま

すが、団体に対しては１キログラム当たり

に５円、それと業者には１キログラム当た

り１円の協力金を出させていただいてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 ＪＲ東海井戸問題
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に係る費用についてお答えいたします。 

 これは決算概要の９２ページ、一般事務

事業における訴訟等委託料の中で、２５４

万７，１４６円として上げさせていただい

ております。ＪＲ東海との交渉につきまし

ては、本市の顧問法律事務所であります宮

﨑総合法律事務所に委託いたしておりま

して、この問題が発覚して以降、９月に交

渉していただいたこと、そして、井戸掘削

工事の差しとめのための仮処分命令の申

し立て、そして１１月以降の訴訟に係る費

用、ここについて宮﨑総合法律事務所に対

してお支払いしております。 

 ９月以降１２月までにつきましては、実

費を含めまして予備費を組んでいただき

まして、１６６万５，１６８円という形に

なっております。 

 １月、２月、３月につきましては、補正

予算を組んでいただき計上させていただ

きまして、８８万１，９７８円という形で

お支払いをしております。 

○上村高義委員長 有場課長代理。 

○有場市民課長代理 墓地の管理につい

て、委託することができるかということに

ついてお答えいたします。 

 市営墓地に関しましては、市によっては

委託をしているところもございます。ただ、

その場合は、大規模な霊園であるケースが

多いかと思います。本市の場合は３墓地３

００基ございますが、墓地管理事業歳出の

２６年度の決算額は全て合わせても２４

万円程度となっております。 

 一部清掃が行き届かない部分につきま

しては、シルバー人材センターなどに委託

をしている部分もございますが、包括的に

委託するには、向かないと考えております。

現状のままのほうが効率はいいのではな

いかと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、集団回収の件で

すけれども、前にも議会で質問させていた

だいたんですけれども、そのときの売買代

金というか、販売代金というのは、そのと

きの流れによって変わるわけですよね。 

 今、団体は１キロ５円、事業者は１キロ

１円ということですから、価格が高い低い

ということがありますから、結局それはそ

の価格に応じて考えていくべきだと思う

のです。団体は定額でもいいのかわからな

いですけれども、要するに金額が高くて、

高く売れるときに補助を出す必要はない

と思うのですけども、その点はぜひとも今

後検討していただけたらと思います。 

 それとＪＲ東海の件ですけれども、平成

２６年度の出金に関してはわかったんで

すけれども、もし委員長でお許しをいただ

けたら、先日１０月１日ですか、訴訟があ

って、我々にも書面では報告いただいたん

ですけれども、どういう中身で、どういう

ことが今後問題になるのか、この場でもっ

てご説明をいただけたらありがたいと思

うんですけれども、委員長のお許しがいた

だけるのであれば、よろしくお願いしたい

と思います。 

 墓地に関しては、今答弁でもってわかり

ましたので、シルバー人材センターがされ

ているということでありますけれども、ま

た今後どういう状況になるかわかりませ

んので、委託が必要であるのか、ずっと市

で対応するほうがいいのかというのは見

させていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 ＪＲ東海の状況につ

いて、最新の状況と今後の展開について端

的に説明をお願いします。 

 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 それでは、ＪＲ東海
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との訴訟に関しまして、最新の情報等々を

ご説明させていただきます。 

 先日１０月１日に、大阪地方裁判所にお

きまして、第１回目の弁論準備手続という

のが非公開でございました。 

 その中で、ＪＲ東海の主張がされており

ます。基本的には、これまでと同様のこと

でございまして、問題となっている本市と

ＪＲ東海とが結んでいる環境保全協定書、

これが茨木市域には適用されないこと、そ

れとこの協定書の中でうたわれている地

下水の汲み上げを禁止する条項というの

は、環境に影響を及ぼすものが対象になっ

て、及ぼさないようなものについては対象

にならない、そして、この協定書の違反に

関する措置というのは、強制的な義務履行

が予定されていない、または法的拘束力が

認められないものという主張をＪＲ東海

のほうからはなされております。 

 我々といたしましては、当然、茨木市域

は約３％という形もありますし、結局公害

というのは、その局所的なものだけではな

く、隣接市と言われているところでありま

しても影響があるということであります

ので、基地全体に協定書の効力が及ぶもの

であるという認識を持っております。 

 また、地下水の汲み上げに関しましても、

地盤沈下しないということは、我々として

は、これまで落ちた実績があるということ

もありますので、予防措置が必ず必要、落

ちてしまえば、今度もとへ戻すということ

はできませんという形もありますので、協

定書は遵守していただかなければならな

いと考えております。 

 また、法的拘束力というところにつきま

しても、実は環境保全協定というのは、本

市だけではなく全国各地いろいろなとこ

ろで結ばれております。これが認められな

いということになりますと、環境規制行政

というのは非常に難しいものになると考

えております。そういったことより、我々

としてはＪＲ東海の主張というのは認め

ることができないと考えておりまして、次

回１１月２４日、第２回の弁論準備手続が

ございますので、そこに向けてまた弁護団

等々と協議しながら、ＪＲ東海に対して反

論していく予定にしております。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後５時４分 休憩） 

（午後５時５分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ、 

散会します。 

（午後５時６分 散会） 
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